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国際シンポジウム報告書の刊行にあたって

　福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターは、2011（平成23）年６月より、東京電力福
島第一原子力発電所事故後の県民の皆さまの健康を長期にわたって見守るため、福島県からの委託
を受けて県民健康調査を実施しております。

　当センターは、本調査を適切に実施することに加え、調査によって得られた成果などを県民の皆さ
まに還元することが重要な責務と考えており、今後の健康づくりに役立てていただくために、その時々
の福島における課題に合わせたテーマで毎年国際シンポジウムを開催しております。同時に、国内外
の専門家から関連領域における新たな知見を学び、国際社会に福島の復興の現状を知っていただく
ことも本シンポジウムの大きな役割です。

　まず、主催者を代表して竹之下誠一理事長兼学長がご挨拶を申し上げ、続いて、内堀雅雄福島県知
事から本シンポジウムへの期待を込めたお言葉を賜りました。
　８回目となる今回は、県民健康調査を開始して15年の節目の年でもあることから、「これまでの15
年とこれから－東日本大震災を経て」をテーマに、県民健康調査から得られた知見等の紹介を含め、
大きく３つのセッションで構成しました。
　基調講演として、フランス原子力安全・放射線防護機関ヘルスリサーチ・専門知識局 ローリエ・ドミ
ニク副局長に低線量被ばくによる健康リスクに関する最新の疫学研究について発表いただきました。
　セッション１では、調査から得られた15年の成果と課題について、当センターの教員が紹介し、参
加者から頂いた質問に回答する形式でのディスカッションも行いました。また、セッション２は、放射
線影響研究所の神谷研二理事長から広島・長崎原爆による健康影響等について、また、兵庫県こころ
のケアセンターの加藤寛センター長からは災害後のこころの健康を守るための活動等について発表
いただき、ディスカッションを行いました。
　セッション３では、県民公開講座として、県民の皆さんが知りたい又は知っておくと役立つであろう
情報について発表いたしました。
　国内外の専門家により、講演や今後を展望する活発な議論が行われ、会場とオンライン合わせて
230名の方にご参加いただき、盛況のうちに閉幕しました。

　本書は、シンポジウム当日の発表や議論の内容を要約してご紹介するものであり、紙面の都合上、
図表などのスライドを数点に絞って掲載しております。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、
当センターホームページに発表スライドや調査の結果詳細などを公開しておりますので、併せてご覧
いただければ幸いです。

　結びに、本書の作成に当たりご協力いただきました関係者の皆さまに厚く御礼申し上げますととも
に、本書が県民健康調査に対する理解を深める一助となり、時間の経過により多様化するニーズに応
じて、本調査の在り方を議論するための基礎資料として活用されることを祈念して、刊行にあたっての
挨拶とさせていただきます。
　引き続き、県民健康調査へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

安村 誠司
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター長
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主催者挨拶

竹之下 誠一
福島県立医科大学理事長兼学長

　2026年「県民健康調査」国際シンポジウムの開催に当たり、ご挨拶申し上げます。
　はじめに、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故から15年、県民健康調査の実施、
運営にあたり、多くの皆様に、多大なるご厚情とご支援を賜りましたことを、この場をお借りしまして厚
く御礼申し上げます。また、今回で８回目となるシンポジウムに、国内外から多くの皆様にご参加をい
ただき、誠にありがとうございます。
　15年前、世界に例のない未曽有の複合災害に見舞われた福島で、本学は県内唯一の医科大学と
して、そして県立大学として、県民の健康を見守り続けるという歴史的使命を担うこととなりました。以
来、私たちは多くの皆様のご支援をいただきながら、新たな挑戦と試行錯誤を繰り返す不断の努力
を重ねてまいりました。そしてそこには、常に、世界的視野で福島の未来を考えようとする精神が流れ
ていました。大規模かつ長期にわたる不自由な避難生活、原子力災害と被ばくに対する大きな不安
など、経験のない事態を前に、国内や福島の中にある知見やネットワークだけでは、この使命の完遂
は見通せなかったからです。さらに、福島に対する風評や誤った理解への対応も求められました。そこ
で、私たちは世界に積極的にネットワークを拡げ、多くを学び、より多くの選択肢を検討し、その中から
福島にとって最善と思われる選択をし、あるいは参考にして新たな課題解決策を見出そうとしてきた
のです。15年という節目を迎えた今でも、その精神は変わりません。福島にとってより良く、より新しく、
より発展性と持続可能性のある取り組みを実現するため、そして少しでも広く福島の真の姿を知って
もらうため、私たちは世界的視野で福島の未来を考え続けてまいります。
　そのため具体的には、現在、本学は国際原子力機関（IAEA）との連携を進めており、２年前より
IAEA理事国大使が本学を視察する制度を開始し、原子力の医学・医療利用の促進において重要な
役割を果たしていることを確認していただいております。また、本学からは放射線治療および放射線
生物学の専門家が出向するとともに、IAEA技術協力研修員を本学で受け入れるなど、人事交流も積
極的に行っているところです。
　さらに、国際的な学術交流として、昨年、韓国原子力医学院と覚書を更新締結し、武漢大学とも覚書
を再締結しました。
　また、ハーバードT．H．Chan公衆衛生大学院と、原発事故後の対応や課題に関する分析等を促進
するための覚書を締結しており、今年も１月にウィンター・セッション 福島フィールドトリップが約３
週間にわたり実施されました。
　このように専門家や若い研究者、学生たちとの連携を通して、知見や技術の交流が活性化されるこ
とはもとより、人間中心の世界観に基づいて築かれていくネットワークこそが、グローバルな視点で福
島を理解し、地域に根差した研究や課題解決への取り組みを前進させる原動力になるものと信じて
おります。そして、それが同時に、未来に向けて歩み続ける福島の今を、世界に広く伝えることにもつ
ながると信じ、これからも皆様の変わらぬご支援をお願いするものでございます。
　結びに本シンポジウムが、本日ご参加の皆様にとって有意義な場となりますことを祈念し、開会の
挨拶といたします。
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福島県知事挨拶

内堀　雅雄 （代読 佐藤 宏隆 副知事）　
福島県知事

　2026年福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウムの開催に当たり、御挨拶を申し上げ
ます。
　皆様におかれましては、それぞれの調査・研究活動を通して、福島の復興に御尽力を頂いておりま
すとともに、日頃から本県に対する格別の御理解、御支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。

　福島県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、県民の皆様の将来にわたる健康の
維持・増進を図るため、福島県立医科大学の御協力の下、県民健康調査を継続して行っております。

　調査が開始されてから15年を迎える中、本日開催されるこのシンポジウムにおいては、これまでの
県民健康調査の歩みや成果、課題等について紹介いただきますとともに、県民の皆様にとって、より
身近なテーマで参加いただける公開講座も実施されます。今回のシンポジウムを通じて、県民健康調
査に関する最新の情報が、国内外に広く発信されることを期待しております。

　県といたしましても、引き続き、福島県立医科大学と緊密に連携しながら、県民の皆様の安全・安心
の確保にしっかりと取り組んでまいりますので、皆様には、今後とも一層のお力添えを賜りますようお
願い申し上げます。 

　結びに、本シンポジウムが実り多いものになりますこと、そして、オンラインで御参加の方も含め、本
日参加されている皆様のますますの御健勝、御活躍を心からお祈り申し上げ、挨拶といたします。 



－ 4 －

スペシャルメッセージ

ケンバエワ ・ ザナット 

（Dr. KENBAYEVA Zhanat）
WHO REMPAN

（世界保健機関 緊急被ばく医療国際ネットワーク）　

　尊敬する友人、パートナーの皆様
　東日本大震災、壊滅的な津波、そして福島第一原子力発電所事故から15年という節目を迎え、本
日、世界保健機関 （WHO）を代表してご挨拶申し上げますことを光栄に思います。また、失われた多く
の尊い命、影響を受けた地域社会、そして福島の人々が示してこられたレジリエンスに想いを馳せる
とともに、事故後に展開され、現在も継続している科学的・医学的・公衆衛生上の取組みに深く敬意を
表します。
　福島県立医科大学 （FMU）は、WHO緊急被ばく医療ネットワーク（REMPAN）の一員として、科学的
厳密性と透明性を保ちつつ、被災地域に寄り添った活動を15年にわたり継続してきました。その成果
は、放射線の健康影響、メンタルヘルス、リスクコミュニケーション、長期的な地域支援に関する国際
的エビデンスの強化に大きく寄与しています。このような開かれた姿勢は、原子力緊急事態後におけ
る科学的透明性の模範といえるものです。
　福島から得られた教訓は、単なる技術的知見にとどまりません。信頼の構築、コミュニケーション、
地域社会との協働、人々の声に耳を傾ける姿勢といった人間的側面の重要性を示しています。備えと
は、設備や手順を整えるだけでなく、不確実性の中でも科学に基づき、分かりやすく思いやりをもって
情報を伝える力を養うことなのです。
　現在、世界は地政学的緊張の高まりに直面しており、核兵器を使用しないという国際同意を強化し
なければなりません。福島の経験は、いかに準備された社会であっても緊急事態が制度を揺るがし得
ること、誤った情報が急速に拡散し得る現代において、地域社会は単なる情報の受け手ではなく意思
決定の対等なパートナーでなければならないこと、そして長期的な健康モニタリングやメンタルヘル
ス支援、透明性あるコミュニケーション、国際協力が復興の柱であることを示しました。
　WHOは今後も日本、FMU、そしてREMPANのパートナーと連携し、これらの教訓をより強靱な保健
医療体制の構築、人材育成、リスクコミュニケーションの強化、さらなる国際協力へと具体化してまい
ります。
　過去を敬いながら、謙虚さと警戒心、そして強い決意をもって未来を見据えることが求められてい
ます。福島の経験は極めて大きく、不確実な時代における重要な指針であり続けます。日本政府、福島
県、FMUの皆様に心より敬意と感謝を申し上げます。
　ありがとうございました。
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大戸 斉 OHTO Hitoshi 
福島県立医科大学 副学長
同放射線医学県民健康管理センター 総括
副センター長

1977（昭和52）年 福島県立医科大学医学部卒業、1984
（昭和59）年 医学博士（東京大学）、1987（昭和62）年 福
島県立医科大学助教授、1994（平成６）年 文部省在外研究
員（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）、2000（平成12）
年 福島県立医科大学教授。2010〜2014（平成22～26）
年 同大医学部長、2013〜（平成25～）年 同大副学長。この
間、日本輸血・細胞治療学会理事長（2007〜2011（平成19 
～23）年）、また2003（平成15）年 福島医学会賞、2010

（平成22）年 日本輸血細胞治療学会東北輸血医学賞、 
2016（平成28）年 日本輸血細胞治療学会村上記念賞、 
2023（令和５）年 昭和天皇記念学術賞を受賞。

1984（昭和59）年 山形大学医学部卒業、1989（平成元）
年 同大学院博士課程修了。1998（平成10）年に東京都老
人総合研究所疫学部に着任し、山形大学医学部公衆衛生
学講座講師、助教授を経て、2000（平成12）年 福島県立医
科大学医学部公衆衛生学講座教授に着任した。2011（平
成23）年６月 同大放射線医学県民健康管理センター副セ
ンター長（～2015（平成27）年）、2017（平成29）年～2024

（令和６）年３月 同大理事兼副学長を歴任。2023（令和
５）年６月22日より県民健康管理センター長になり、現在
に至る。
県民健康調査のプロトコール論文“Study Protocol for 
the Fukushima Health Management Survey” （Journal 
of Epidemiology, 2012） を、また、調査の成果、今後の
方向性について“Achievements and Current Status of 
the Fukushima Health Management Survey” （Journal 
of Epidemiology, 2022） を執筆した。さらに、“Public 
Health in a Nuclear Disaster Message from Fukushima” 

（Hiroshima University Press, 2016, Yasumura & 
Kamiya, Co-editor） を出版した。
1996（平成８）年 日本公衆衛生学会奨励賞 受賞。2017～
2022（平成29～令和４）年 日本学術会議会員。2019（平
成31）年 日本疫学会功労賞。2023（令和５）年９月から、
内閣府の新型インフルエンザ等対策推進会議委員（議長
代理）。

登壇者プロフィール一覧（登壇順）

イントロダクション　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
座長

安村 誠司 YASUMURA Seiji 
福島県立医科大学 放射線医学県民健康
管理センター長

講演　

大平 哲也 OHIRA Tetsuya
福島県立医科大学 医学部 疫学講座 
主任教授
同放射線医学県民健康管理センター 
健康調査支援部門長 兼 疫学室長

1990（平成２）年 福島県立医科大学医学部卒業、総合会津
中央病院池見記念心身医学センター、浜松医科大学附属
病院第二内科、共立菊川総合病院（現・菊川市立総合病院）
内科にて内科医、心療内科医として勤務後、1995（平成７）
年 筑波大学大学院医学研究科環境生態系入学、1999（平
成11）年 同修了、博士（医学）取得。2000（平成12）年 大阪
府立成人病センター集団検診第一部診療主任、2001（平成
13）年 大阪府立健康科学センター健康開発部医長、2004
～2006（平成16～18）年 米国ミネソタ大学疫学・社会健康
学部門研究員を経て、2006（平成18）年より大阪大学大学
院医学系研究科公衆衛生学教室に着任（医学部講師）。2008

（平成20）年 同准教授。2013（平成25）年 福島県立医科
大学放射線医学県民健康管理センター疫学部門教授、2013

（平成25）年 同医学部疫学講座主任教授、現在に至る。同
放射線医学県民健康管理センター健康調査支援部門長、同
健康増進センター副センター長を兼務。

セッション1　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　  
座長

池田 紀子 IKEDA Noriko
福島県立医科大学 放射線医学県民健康
管理センター こころの健康度・生活習慣
調査支援室 特命准教授

社会福祉士。2023（令和５）年 ルーテル学院大学大学院
博士号取得（社会福祉学）。東京都の児童相談所の家庭復
帰支援員として、児童福祉施設で生活していた子どもたち
が家庭に戻り、家族関係を再構築するための支援に従事。
2011（平成23）年２月に福島に移住後、福島県立医科大
学附属病院臨床腫瘍センターで医療ソーシャルワーカー
としてがん患者と家族への心理社会的支援に従事し、2014

（平成26）年からは、福島県立医科大学放射線医学県民
健康管理センターの「県民健康調査」甲状腺検査のサポー
トチームの一員として、受診者と家族への心理的支援に携
わった。2016（平成28）年からは、主に教育委員会や大学
のスクールソーシャルワーカーとして、様々な困難を抱える
子どもや若者への支援に従事。2024（令和６）年９月より、
放射線医学県民健康管理センターで、こころの健康度・生
活習慣に関する調査と甲状腺検査の受診者と家族への心
理的支援に携わっている。
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石川 徹夫 ISHIKAWA Tetsuo
福島県立医科大学 医学部 放射線物理化
学講座 主任教授
同放射線医学県民健康管理センター 
基本調査・線量評価室長

2013（平成25）年８月に、福島県立医科大学医学部放射
線物理化学講座の教授に着任、現在に至る。東京大学工学
部を1989（平成元）年に卒業。その後、放射線医学総合研
究所にて、環境放射線・放射能測定および線量評価に20年
以上携わった。2000（平成12）年に広島大学で博士（医学）
を取得した。

1-1　講演

鈴木 悟 SUZUKI Satoru
福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学
センター 甲状腺・内分泌センター長
同放射線医学県民健康管理センター 教授
同甲状腺検査部門 甲状腺検査業務室 室長

1988（昭和63）年 信州大学医学部卒業、信州大学医学
部大学院医学研究科老年医学教室入学。1991（平成３）
年 日本学術振興会特別研究員、シカゴ大学研究員。1995

（平成７）年 信州大学医学部大学院医学博士取得。同助
手。2009（平成21）年 同准教授。2013（平成25）年 福島県
立医科大学医学部甲状腺内分泌学講座教授。2014（平成
26）年 同大学放射線医学県民健康管理センター甲状腺検
査部門甲状腺検査室長兼任。2016（平成28）年 放射線医
学県民健康管理センター教授。同附属病院甲状腺内分泌
内科部長。2018年（平成30）12月１日 同附属病院小児・
AYAがん長期支援センター副部長兼任。2023（令和５）年 
同大学甲状腺・内分泌センター長。2006（平成18）年 甲状
腺研究奨励賞（七條賞）を受賞。

1-2　講演

島袋 充生 SHIMABUKURO Michio
福島県立医科大学 医学部 糖尿病内分泌
代謝内科学講座 主任教授
同健康増進センター長
同放射線医学県民健康管理センター 健康
調査基本部門長 兼 健康診査・健康増進 
室長

1987（昭和62）年 琉球大学医学科卒業、1995（平成７）年 
米国テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター博
士研究員、1999（平成11）年 琉球大学医学部附属病院 講
師、2011（平成23）年 徳島大学大学院 心臓血管病態医学
分野 特任教授、糖尿病臨床・研究開発センター 病態・治療
研究分野長（兼務）、2016（平成28）年 福島県立医科大学 
糖尿病・内分泌・代謝内科学講座 主任教授、2017（平成
29）年 福島県立医科大学 生活習慣病・慢性腎臓病（CKD）
講座 教授（兼務）、2021（令和３）年 同放射線医学県民
健康管理センター 健康診査・健康増進室長 （兼務）、2024

（令和６）年 健康調査基本部門長（兼務）、ふくしま国際医
療科学センター 健康増進センター長 （兼務）。

1-3　講演

堀越 直子 HORIKOSHI Naoko
福島県立医科大学 放射線医学県民健康
管理センター 准教授
こころの健康度・生活習慣調査支援室　
副室長

2017（平成29）年 福島県立医科大学大学院博士号取得
（医学）。東京都小笠原村（保健師）や杏林大学病院高度
救命救急センター（看護師）などに従事。東京大学大学院
地域看護学在学中に東日本大震災が起こり、岩手県大槌
町で実施した全国の保健師による全戸訪問の健康調査に
関わる。支援のための調査に共感し、2012（平成24）年 福
島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター こころ
の健康度・生活習慣に関する調査支援室（助手）に着任。助
教・講師を経て、2023（令和５）年 同センター准教授・副
室長に就任。一方、Ferme Naturelle KOKUBUN副園主とし
て、福島県伊達市で夫と息子とともにヤギ・鶏・犬・猫の動
物たちと自給自足を目指した農園を運営。2023（令和５）
年 地域の伝統文化や「結」に代表される人と人との有機的
なつながり、身近な里山の自然との共生を実践かつ保護を
目的とした任意団体「伊達の里山文化を守る会」を発足。

1-4　講演

石井 佳世子 ISHII Kayoko
福島県立医科大学 看護学部母性看護学・
助産学部門 講師
同放射線医学県民健康管理センター  
妊産婦調査室 副室長

1993（平成５）年 聖路加看護大学（現・聖路加国際大学）
卒業後、1993～1996（平成５～８）年 聖路加国際病院小
児病棟で看護師として勤務。1996～2001（平成８～13）
年 横浜市港湾病院産婦人科病棟で助産師として勤務。
2001～2004（平成13～16）年 福島県立医科大学看護学
部小児看護学領域で勤務する。2006（平成18）年 聖路加
看護大学大学院修士課程修了後、2006～2010（平成18
～22）年 福島県立医科大学看護学部小児看護学領域に復
職し、第２子妊娠を機に退職する。東日本大震災後の2012

（平成24）年２月から福島県立医科大学放射線医学県民
健康管理センター妊産婦調査の電話支援業務で非常勤職
員として勤務後、助手、助教を経て、2021（令和３）年から
看護学部母性看護学・助産学部門で講師として勤務する。
この間に福島県立医科大学大学院医学研究科公衆衛生学
講座で博士課程を修了、現在に至る。

1-5　講演
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志村 浩己 SHIMURA Hiroki
福島県立医科大学 副理事
同医学部 臨床検査医学講座 主任教授
同放射線医学県民健康管理センター 
副センター長

1986（昭和61）年 山梨医科大学医学部卒業、1990（平成２）
年 山梨医科大学大学院修了（内分泌・代謝学専攻）。1991～
1994（平成３～６）年 米国国立衛生研究所に留学。帰国後、
山梨医科大学第三内科に所属し、内分泌代謝疾患の教育・診
療と甲状腺学の研究に従事。2013（平成25）年 福島県立医
科大学医学部臨床検査医学講座主任教授に就任。就任と同
時に放射線医学県民健康管理センター内の副室長として甲
状腺検査にも従事。2018（平成30）年より同センター甲状腺
検査部門長、2023（令和５）年より同副センター長に就任。

ローリエ博士は、フランスのパリ・ディドロ大学で生物数学の
博士号と研究指導資格を取得し、栄養学、疫学、生物統計学
などの分野の研究を行っている。
また、放射線疫学分野で30年の経験を有し、1995（平成７）
年からフランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）に勤
務している。現在は、フランス原子力安全・放射線防護機関

（ASNR）のヘルスリサーチ・専門知識局にて副局長を務め
ている。また、数多くの国際研究プロジェクトに参画し、査読
付き学術誌において220本を超える論文（共同執筆を含む）
を発表している。
ローリエ博士は、国際放射線防護委員会（ICRP）、原子放射
線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）、世界保健
機関（WHO）、国際がん研究機関（IARC）など、国内外の数
多くの専門家グループのメンバーを務めてきた。 2017（平
成29）年よりICRP主要委員会の委員、2021（令和３）年より
ICRP第1委員会の委員長を務めている。また、2020（令和
２）年より経済協力開発機構（OECD）原子力機関（NEA）低
線量被ばく研究ハイレベルグループの議長、2021年（令和
３）年よりUNSCEARフランス代表団の代表または代表代理
として活動している。

基調講演
座長

ローリエ・ドミニク LAURIER Dominique
放射線疫学専門家 フランス原子力安全・
放射線防護機関（ASNR）ヘルスリサーチ・
専門知識局副局長

講演

坪倉 正治 TSUBOKURA Masaharu
福島県立医科大学 医学部 放射線健康管
理学講座 主任教授
同放射線医学県民健康管理センター 
健康コミュニケーション室長

2006（平成18）年３月に東京大学医学部を卒業した後、千葉
県・都内の病院にて血液内科医として勤務。2011（平成23）
年３月の東日本大震災発生以降、南相馬市立総合病院・相馬
中央病院・ひらた中央病院を拠点に主にホールボディーカウ
ンタを用いた内部被ばく検査を中心とする医療支援に従事。

セッション2
座長

診療を行う傍ら、放射線に関する計測や被ばくを心配する被
災者の健康相談、福島県および市町村の放射線対策にも関
わっている。2020（令和２）年６月より福島県立医科大学放
射線健康管理学講座主任教授、放射線医学県民健康管理セ
ンター健康コミュニケーション室長。

前田 正治 MAEDA Masaharu
福島県精神保健福祉センター 所長

（一社）福島県精神保健福祉協会 ふくしま
心のケアセンター 所長
福島県立医科大学放射線医学県民健康
管理センター 特任教授

1984（昭和59）年 久留米大学医学部卒業。同大准教授を
経て、2013～2025（平成25～令和７）年まで福島県立医
科大学医学部災害こころの医学講座・主任教授。2025（令
和７）年より現職。専攻は災害精神医学、精神医学的リハ
ビリテーション。ガルーダ航空機墜落事故（1996（平成８）
年）、えひめ丸米原潜沈没事故（2001（平成13）年）等で被
災者の精神保健調査・支援の責任者を務め、現在は福島に
おいて、福島県民のメンタルへルス問題全般に関わるとと
もに、被災者の心のケア活動に引き続き従事している。この
間、日本トラウマティック・ストレス学会会長を2010（平成
22）年から３年間務めた。著書として、『心的トラウマの理
解とケア』（じほう出版）、『生き残るということ』（星和書店）、

『PTSDの伝え方：トラウマ臨床と心理教育』（誠信書房）、
『福島原発事故がもたらしたもの』（誠信書房）ほか。

神谷 研二 KAMIYA Kenji
公益財団法人放射線影響研究所 理事長

1977（昭和52）年 広島大学医学部卒業、1986（昭和61）
年 同大学院博士課程病理系病理学専攻単位取得退学、
1987（昭和62）年医学博士取得。1982～87（昭和57～
62）年 米国ウィスコンシン大学研究員等。1996（平成８）
年 広島大学原爆放射能医学研究所（現・原爆放射線医科
学研究所）の教授に就任し、放射線生物学、放射線発がん
機構、緊急被ばく医療等に関する研究に従事。2001～05

（平成13～17）年及び 2009～13（平成21～25）年 同大
研究所長併任。2004（平成16）年 同大緊急被ばく医療推
進センター長、2013（平成25）年 同大副学長。福島原子
力災害後、2011（平成23）年 福島県立医科大学副学長、
2016（平成28）年 同大放射線医学県民健康管理センター
長に就任。2023（令和５）年より放射線影響研究所理事長
を務める。また、内閣官房原子力災害専門家グループ員、
福島県放射線健康リスク管理アドバイザーを務めた。アジ
ア放射線研究連合賞、防災功労者防災担当大臣表彰、防
災功労者内閣総理大臣表彰、日本放射線影響学会功績
賞、中国文化賞他を受賞。日本放射線影響学会会長（2008
～11（平成20～23）年）、第15回国際放射線研究連合会議

（ICRR2015）事務総長、日本学術会議会員、放射線審議
会会長を務めた。

2-1　講演
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加藤 寛 KATO Hiroshi
兵庫県こころのケアセンター長

1958（昭和33）年生まれ。神戸大学医学部卒。医学博士。
1995（平成７）年まで都立墨東病院で精神科救急に従事
した。阪神・淡路大震災後、神戸に戻り被災地におけるメン
タルヘルスを担う新しい公的機関「こころのケアセンター」
に2000（平成12）年３月まで勤務した。その活動は、これ
まで精神医学が余り対象としてこなかった災害のもたらす
様々な心理的影響に関する新しい取り組みであった。2004

（平成16）年４月からは「兵庫県こころのケアセンター」と
して活動を拡大し、東日本大震災、熊本地震、能登半島地
震などの国内の大災害だけでなく、スマトラ島沖地震・津
波、四川大地震など海外の大災害後における心のケア活動
の普及にも関与した。日常の臨床活動では主に犯罪、暴力、
虐待などのトラウマ被害者の専門的治療に携わっている。

2-2　講演

ノレット・ケネス NOLLET Kenneth
福島県立医科大学 放射線医学県民健康
管理センター 教授
同医学部 輸血・移植免疫学講座 教授

米国・メイヨー・クリニック・アリックス医学部にて医師免許お
よび博士号を1993（平成５）年に取得し、卒後５年間、メイ
ヨー・クリニックで臨床病理学および輸血医学専門の臨床医
として勤務した後、米国赤十字社・北中部血液サービス部副
医療部長、ミネアポリス退役軍人医療センター血液バンク部
長、ミネソタ大学医学部助教授などを歴任。
2002（平成14）年、ホランド博士の招きにより米国・カリフォ
ルニア州ブラッドソース（サクラメント医療財団血液バンク）
の副医療部長に就任し、同職をホランド博士の退任まで勤
めた。その後、ピンク博士の勧誘によりオーストラリア赤十字
血液サービスに勤務し、クイーンズランド州の輸血医学専門
医および全国医学教育プログラム責任者を務めた。
2008（平成20）年、大戸斉教授の招へいを受け福島県立医科
大学での勤務を開始。東日本大震災直後は、米国大使館から
の避難勧告があったが、福島において復興に携わることを選
んだ。2020（令和２）年には日本国の永住権を取得した。

セッション3
座長

石川 徹夫  ISHIKAWA Tetsuo
福島県立医科大学 医学部 放射線物理化
学講座 主任教授
同放射線医学県民健康管理センター 
基本調査・線量評価室長

2013（平成25）年８月に、福島県立医科大学医学部放射
線物理化学講座の教授に着任、現在に至る。東京大学工学
部を1989（平成元）年に卒業。その後、放射線医学総合研
究所にて、環境放射線・放射能測定および線量評価に20年

3-1　講演

以上携わった。2000（平成12）年に広島大学で博士（医学）
を取得した。

後藤 あや GOTO Aya
ハーバードT.H. Chan公衆衛生大学院 
国際保健・人口学講座 教授
福島県立医科大学 総合科学教育研究 
センター 特任教授

山形大学医学部卒。ハーバード公衆衛生大学院で公衆衛
生修士、山形大学大学院で医学博士取得。2000～2001

（平成12～13）年ポピュレーションカウンシル・ベトナム支
部勤務、2002～2016（平成14～28）年福島県立医科大学
公衆衛生学講座所属。2012～2013（平成24～25）年は武
見フェローとしてハーバードで研究。2016（平成28）年より
福島県立医科大学総合科学教育研究センターおよび医学
研究科国際地域保健学教授。2024（令和６）年より主たる
所属をハーバード公衆衛生大学院とし、福島県立医科大学
では特任教授も務める。家族計画や育児支援、ヘルスリテ
ラシー等を主な研究領域とし、これまで福島県やホーチミ
ン市の行政や保健医療従事者と協働して研究を行ってき
た。福島原発事故以降は、放射線への不安を抱える保護者
を支援するため、地域の保健師と密に協力してきた。近年
はアジア・アフリカでの学童期の子ども対象の参加型健康
教育にも力を入れている。現在は、福島と世界をつなぐこと
を目指し、ハーバードの大学院生向け福島コースや、日本
の医療従事者を対象とするハーバードで日本語で学べる
国際地域保健研修も実施している。

3-2　講演
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イントロダクション

座長 ： 大戸 斉（福島県立医科大学）

福島県「県民健康調査」の概要

安村 誠司（福島県立医科大学）
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イントロダクション　福島県「県民健康調査」の概要

安村 誠司

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター長

 

　　　　　　　　　　　　　 　　　

　福島県立医科大学放射線医学県民健康管理
センターは、福島原発事故後の県民の健康を見
守るため、福島県からの委託事業として福島県

「県民健康調査」を実施している。
　講演では、福島県「県民健康調査」検討委員
会で報告した調査結果を中心に述べたが、結果
は昨年度と概ね同様である。なお、福島県では、
地震、津波、放射能汚染と複合災害に見舞われた

（スライド１）。福島県では間接死亡（災害関連
死）が直接死亡より多い。なお、放射能による死
亡者はゼロである。
　県民健康調査は、外部被ばく線量†を推計す
る基本調査と県民の健康状態を把握するため
の４つの詳細調査（甲状腺†検査、健康診査、こ
ころの健康度・生活習慣に関する調査、及び妊
産婦に関する調査）で構成されている（スライド
２）。
　基本調査で、事故後４か月間の外部被ばく線
量を推定したした結果、住民（約46.7万人）のう
ち99.8%の住民は5mSv未満であった（スライド
３）。
　甲状腺検査では、対象者は検査のメリットとデ
メリットを理解の上、検査受診の有無を確認し
ている。第25回甲状腺検査評価部会は、検査５
回目までのデータを解析した結果を踏まえ、「先
行検査から検査５回目までにおいて、甲状腺が

んと放射線被ばくの間の関連があるとは認めら
れなかった。」との評価をした（スライド４）。
　健康診査とこころの健康度・生活習慣に関す
る調査の対象者は、主に避難区域等に指定され
た13市町村の住民約21万人である（スライド
５）。第50回検討委員会は、「健康診査の検査項
目で放射線影響を示す所見は認められなかっ
た。」とした。
　こころの健康度・生活習慣に関する調査では、
避難者の心と身体（特に、生活習慣）の健康に関
して、評価、支援している（スライド６）。K6†は
成人の、SDQ†は子どもの心の健康状態を評価
している。K6評価から、県外避難者は県内帰還
者より、全般的精神健康度は良くなかった（スラ
イド７）。SDQ評価からは、子どもの心の健康度
は、事故直後は全ての年齢層で高かったが、経
年的に減少し、改善していた。こころの健康に関
して高いリスクを持った人のみならず、集団全
体への支援を継続している。
　福島で子どもを産み育てようとする妊産婦へ
の支援を目的として、妊産婦に関する調査を実
施している。2020（令和２）年度までの10年に
わたる調査において、早産率、低出生体重児率、
先天異常発生率等は、全国的なデータとは差
はなかった（スライド８）。そこで、本調査は2020

（令和２）年度、フォローアップ調査は2022（令
和４）年度で終了した。
　放射線医学県民健康管理センターは、各調査
結果に基づき住民に必要な支援を、双方向性を
意識して広報活動に取り組み、県民の命と健康
を守る活動を引き続き継続してまいる所存であ
る。
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放射線医学県民健康管理センターホームページに全てのスライドを掲載しています

地震 津波 人災としての
放射能汚染

福島県 1,600人＊＃が直接死亡、224人が行方不明
2,348人は「震災関連死」
＃放射線による死亡は０（ゼロ）

福島市 南相馬市 東京電力
福島第一原子力発電所

福島県における東日本大震災
岩手県 直接死亡 4,675人 （行方不明 1,107人）＊
宮城県 直接死亡 9,639人 （行方不明 1,215人）＊

＊2025（R7）3月1日現在
＃2024（R6）12月31日現在

死亡情報も新た
に追加された。

がん登録データ
も連結可能と

なった。

対象者は避難区域
の住民で同じ。
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対象者 ︓467,484人（回答率 27.7%）
結 果 : 全県 93.8%

県北 87.0% 2mSv未満
県中 92.3%
県南 88.2%
会津・南会津地区 99.3%
いわき地区 99.1%
相双地区 77.3%

最高値︓25mSv、平均値︓0.8mSv、中央値︓0.6mSv

0.3

62.2

31.6

5.5
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 0.0

2mSv
未満

93.8%

5mSv
未満

99.8％

事故後4か月間の外部被ばく実効線量推計結果の概要

基本調査【結果】 第52回福島県「県民健康調査」検討委員会

1mSv未満

令和6年3月31日現在

検討委員会︓これまでに得られている科学的知見に照らして、統計的有意差を
もって確認できるほどの健康影響が認められるレベルではないとの見解

甲状腺検査 【検査結果に関する検討委員会等の見解】

先行検査（検査1回目）で見つかった甲状腺がんは、「総合的に判断して、放射線
の影響とは考えにくい」との見解 「福島県県民健康調査における中間とりまとめ」

この評価の主な理由 ・被ばく線量がチョルノービリ事故と比べて総じて小さいこと
・被ばくからがん発見までの期間がおおむね 1年から4年と短いこと
・事故当時5歳以下からの発見はないこと
・地域別の発見率に大きな差がないこと

「現時点において、本格検査１回目（検査２回目）に発見された甲状腺がんと放射
線被ばくの間の関連は認められない」との部会の評価を了承

「第36回福島県『県民健康調査』検討委員会 」

この評価の主な理由 ・国連科学委員会（UNSCEAR）が推計した甲状腺吸収線量と甲状腺がん発見率との解析で、線量の増
加に応じて発見率が上昇する関係 (線量・効果関係）が認められない。

・精密検査が必要となるB判定の割合や悪性ないし悪性疑いの発見率は、事故当時等の年齢が高い年齢層
ほど高く、チョルノービリ事故後に低い年齢層に多く見られた年齢分布と異なる。

検査２回目

検査１回目

「先行検査（検査１回目）から本格検査（検査４回目）までにおいて、甲状腺がんと放
射線被ばくの間の関連は認められない」との評価

「第21回甲状腺検査評価部会」の評価を第 49回「県民健康調査」検討委員会に報告

検査4回目まで

この評価の主な理由 ・地域別推計被ばく線量または個人の推計被ばく線量と悪性ないし悪性疑いの発見率との解析において線
量の増加に応じて発見率が上昇する関係 (線量・効果関係）が認められない。

「先行検査から検査５回目までにおいて、甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連がある
とは認められなかった。」との評価

「第25回甲状腺検査評価部会」の評価を第 56回「県民健康調査」検討委員会に報告

検査５回目まで
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こころの健康度・生活習慣に関する調査【結果】

全般的精神健康度（K6) 13点以上の割合 調査時別住所
（一般︓16歳以上）

3.0%

第31回、第35回、第38回、第42回、第45回、第48回、第53回、第56回 福島県「県民健康調査」検討委員会

※日本の一般人口における13点以
上の割合は3.0%（川上, 2007）

先天奇形・
先天異常発生率

低出生体重児率早産率

一般的な
発生率本調査全国調査*本調査全国調査*本調査

2~3**

2.859.68.65.74.6平成23年度
2.399.69.25.75.6平成24年度
2.359.69.65.85.2平成25年度
2.309.59.85.75.3平成26年度
2.249.59.45.65.6平成27年度
2.559.49.25.65.3平成28年度
2.389.49.25.75.3平成29年度
2.199.49.05.65.2平成30年度
2.719.49.15.65.1令和元年度
2.219.28.15.54.4令和2年度

(%)

*全国調査︓人口動態統計における割合 ** 産婦人科診療ガイドライン産科編2023より

妊産婦に関する調査【結果】第44回福島県「県民健康調査」検討委員会

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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セッション１

震災後の 15 年の歩みと課題

座長 ： 大平 哲也（福島県立医科大学）、 池田 紀子（福島県立医科大学）

１ －１　　基本調査の果たしてきた役割と主要な結果

　　　　　 石川 徹夫（福島県立医科大学）

１ －２　　甲状腺検査 　15年の歩みとこれから　

　　　　　 鈴木 悟（福島県立医科大学）　

１ －３　　健康診査 　15年でわかったこと、これからのこと

　　　　　 島袋 充生（福島県立医科大学）

１ －４　　被災者とともに歩んだ「ここから調査」 ： 15年を振り返って

　　　　　 堀越 直子（福島県立医科大学）

１ －５　　10年にわたる妊産婦調査結果と震災後４年間のフォローアップ調査結果

　　　　　 石井 佳世子（福島県立医科大学）

ディスカッション

　　　　　 座　 長 ： 大平 哲也、池田 紀子

　　　　　 登壇者 ： 石川 徹夫、鈴木 悟、島袋 充生、堀越 直子、石井 佳世子
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１-１　基本調査の果たしてきた役割と主要な結果

石川 徹夫

福島県立医科大学 医学部 放射線物理化学講座 主任
教授
同放射線医学県民健康管理センター 基本調査・線量
評価室長

 

　　　　　　　　　　　　　 　　　

　原発事故後、福島県内では環境中の放射線
レベルが急激に上昇したが、当時は放射線測定
器が普及しておらず、住民が自身の被ばくの程
度を知ることは困難であった。そこで、個々人の
事故後の行動に関する情報を得て、それをもと
に外部被ばく線量†（環境中の放射線から受け
る線量）を推計する基本調査が開始された。調
査の対象となる方は、原則として震災の当日か
ら同年７月１日の間に、福島県内に住民登録が
あった方である。対象となる約206万人に、事故
後の行動を記入する問診票を配布した（スライ
ド１）。
　スライド２に示すように、返送された問診票
の情報をもとに、日々の居場所を緯度経度に変
換する。これと放射線レベル（空間線量率）の
マップとをコンピュータ上で重ね合わせることに
よって、線量推計が行われる。返送された問診
票に対しては、一通ごとに線量推計、結果通知
を行ってきた（スライド３）。問診票は４か月間
の行動記録を記入する様式になっているが、中
には行動の記録が４か月未満の回答もある。行
動の記録が４か月未満だった方も含めて、今ま
でに合計で約55万５千人に線量の通知を行っ

た。問診票の回答率がそれほど高くなかったこ
とを受けて、問診票の記入支援活動や、代表性
の調査も行われた（スライド４）。
　一方で、推計した線量は地域別などで集計、
公表されてきた。県全体で、４か月間の行動記
録を回答した方は46万7730人（2025年３月
31日現在）で、その線量の平均値は0.8mSv、最
高値は25mSvであった（スライド５）。99％以上
の方について線量は３mSv未満であった。この
線量推計結果に対して「県民健康調査」検討委
員会では、「４か月間の外部被ばく線量推計値
ではあるが、『放射線による健康影響があるとは
考えにくい』と評価される」としている。
　基本調査で得られた行動記録の重要性に
ついて、スライド６，７で説明している。WHO
やUNSCEARといった国際機関でも、福島県住
民に関する線量評価を行っているが、WHOは
2012年の報告書で、浪江町、飯舘村の住民に
ついて事故後１年間の線量を10から50mSvと
評価した。
　ただし、これは計画的避難区域に事故後４か
月間居住し、１日あたりの屋外滞在時間は８時
間という、きわめて安全側の仮定に基づいた線
量推計であった。
　その後、UNSCEAR2020/2021報告書では、
基本調査で得られた実際の避難パターンを利
用した推計が報告された。これによると、当初の
WHOの推計に比べて、線量は約10分の1ある
いはそれ以下の線量となった（スライド７）。こ
の例からも、事故後の行動記録が現実的な線量
評価に重要であったことがわかる。
　基本調査の果たしてきた役割および調査で得
られた結果をまとめると、スライド８のようにな
る。
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放射線医学県民健康管理センターホームページに全てのスライドを掲載しています

1

基本調査の概要と対象者

 個々人に事故後の行動記録を記入してもらい（問診票
形式）、それをもとに、事故後初期の外部被ばく線量
（環境中の放射線から受ける線量）を推計、個々人に
推計結果を通知する。

 2011年3月11日から7月1日の間に、福島県内に住民
登録があった方（約206万人）を対象とした。

原発事故後に、福島県内で環境中の放射線レベル
が急激に上昇

問診票の配布

回答の回収

行動記録のデジタル化

計算プログラムによる線量推計

福島医大から回答者へ結果通知

線量分布等を集計

「県民健康調査」検討委員会
への報告、論文発表など

「線量通知」（個々人への情報提供）

「調査」（全体の傾向の把握）

福島県の被ばくの実態に関して
科学的な情報を国内外に発信

今までに約５５万５千人に線量を通知
（行動記録が4か月未満の方も含む）

基本調査の流れ

問診票の書き方支援

補記：行動記録に不備がある場合
本人に問い合わせて問診票を追記

（6万人以上）

ピーク時には、1日8,000件程度の回答受理

例：「親戚の家」など緯度
経度に変換できない場合

県全体（59市町村）の回答率は、27.7％
（2025年3月31日現在）

ただし、回答率50％以上 ８市町村
40％以上 10市町村
（右図で赤く示した地域）

下記の場所で書き方支援活動を実施

• 仮設住宅

• 甲状腺検査の会場（公共施設などの一般会場）

• 市町村の健診・検診会場

• 市役所の庁舎など

問診票回答の書き方支援活動・代表性調査

問診票回答の書き方支援コーナーの様子

「代表性の調査」によって、今までに得られた回答は偏りのない
もので、県全体を代表するものであることも示された。

40～50%

>50%

市町村別の回答率

Ishikawa T et al.: Radiat Environ
Med 8(2) 118-126 (2019)

その他：40%未満

< 1 mSv: 77.3%

< 2 mSv: 94.9%

< 3 mSv: 97.2%

平均値: 0.7 mSv

平均値:
0.2 mSv

平均値:
0.1 mSv

平均値:
0.6 mSv

平均値:
0.3 mSv

平均値:
1.4 mSv

平均値:
1.0 mSv

4か月間の外部被ばく線量（2025年3月31日現在）

会津

南会津
県南

県中

県北

相双

いわき

●

福島第一原発

県全体：467,730人の分布

第56回「県民健康調査」
検討委員会資料より作成

< 1 mSv: 62.2%

< 2 mSv: 93.8%

< 3 mSv: 99.3%

平均値: 0.8 mSv

最高値： 25 mSv

震災時の居住地で、回答者を分類・集計

線量推計結果に対する評価
（「県民健康調査」検討委員会による）

4か月間の外部被ばく線量推計値では
あるが、「放射線による健康影響がある
とは考えにくい」と評価される

福島県：ふくしま復興情報ポータルサイト 避難区域の変遷について－解説－
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html

「おおむね１か月を目途に区域外へ
避難」とされたため、避難の時期が
個々人で異なると考えられた

線量評価における行動記録の重要性

飯舘村

浪江町

20km

30km

福島第一原発

年間積算線量が20 mSvに達するおそれ
がある地域と考えられたため、 2011年
4月22日に計画的避難区域に指定

（黄色部分）

20 km圏内は、震災発生
の翌日に避難指示

WHO 2012年報告書
10～50 mSv

（浪江町、飯舘村の成人）

UNSCEAR 2013年報告書
5.0, 7.0 mSv（浪江町、成人）
7.8, 8.0 mSv（飯舘村、成人）

UNSCEAR 2020/2021年
報告書

0.25～3.1 mSv（浪江町、成人）
0.36～5.5 mSv（飯舘村、成人）

計画的避難区域に4か月間居住
1日の屋外滞在時間は8時間

浪江町、飯舘村とも、2つの避難
パターンを仮定して線量を推計

基本調査で得られた実際の避難
パターンを利用して推計
浪江町については5つ、飯舘村は
4つの避難パターンで推計

事故後１年間の線量推計に
用いられた主要な条件（仮定）

線量評価における行動記録の重要性（浪江町、飯舘村の例）

1
10

石川徹夫：福島原発事故・県民健康調査① 被災者の被ばく線量推計. 公衆衛生 87巻, 1094-1102 (2023)より引用（一部改変）

WHO：世界保健機関
UNSCEAR：国連科学委員会

以下

基本調査（初期の外部被ばく線量評価）のまとめ

 事故後初期において、外部被ばく線量を個々人について推計し、今まで約55
万5千人の住民に結果通知を行った。

 4か月間の外部被ばく線量は、福島県全体の平均で0.8 mSv、最高値は25
mSvであった。

 基本調査の回答率は高くないものであったため、「代表性の調査」を実施した。
その結果、今までに得られた線量分布データは福島県全体を代表するもので
あることが示された。

 基本調査で推計した線量は、「4か月間の外部被ばく線量推計値ではあるが、
放射線による健康影響があるとは考えにくい」と評価されている。

 当初は国際機関から、安全側の仮定に基づいた過大な線量が報告されたが、
基本調査で得られた行動記録を取り入れることで、より現実的な線量評価が
報告されている。

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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１-２　甲状腺検査　 １５年の歩みとこれから

鈴木 悟

福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター 甲状
腺・内分泌センター長
同放射線医学県民健康管理センター 教授
同甲状腺検査部門 甲状腺検査業務室 室長

 

　　　　　　　　　　　　　 　　　

　福島県「県民健康調査」のなかで、事故時18
歳以下の小児を対象に甲状腺†検査を実施して
いる。検査は2011年10月９日から開始された。
以降２年に一度、現在まで24歳以下の対象者
の方には７回目の検査を実施中であることに加
え、25歳以上の対象者の方には５年おきの検
査を実施している。検査は通常のがん検診とは
異なり、県民の意向に基づき子どもたちの健康
を長期的に見守ることを目的とし、任意で行わ
れている。受診率は低下傾向で、これまでに約
350名の甲状腺がんが発見されている（スライ
ド１）。

　15年が経過し、初回先行検査では未就学児
だった対象者のそのほとんどが高校生以上の
年齢になってきている。検査は受診者ご本人が
検査の目的、メリット、デメリットを理解し受診す
ることが根幹であるため、受診意思決定のため
の取り組みとして、平易な説明文書、出前授業、
アニメ動画等の支援を実施している（スライド
２）。また、検査や結果、治療や経過観察におけ
る不安に対するいろいろなサポートを実施して
きた（スライド３）。今後、対象者の年齢上昇に

伴い県外対象者の増加が予想されることから県
外甲状腺検査委託医療機関を増やし（スライド
４）、昨年よりウエブ予約システムを立ち上げた

（スライド５）。

　先行検査から検査５回目までに得られたデー
タから、被ばく線量の増加に応じて悪性ないし
悪性疑い発見率が上昇するといった一貫した
関係（線量・効果関係）はいずれの解析において
も認められなかった。カプランマイヤー法†を
用いた各甲状腺等価線量†群における悪性ない
し悪性疑い発見の累積発見率にも同様に一貫
した関係（線量・効果関係）は認められなかった

（スライド６）。震災時、４歳以下の世代の累積
発見率上昇を認めずチョルノービリ原発事故後
のような放射線被ばくに起因した傾向とは異なる

（スライド７）。その他、超音波検査の副所見か
ら日本人の甲状腺容積の基準値を確立した（ス
ライド８）。

　検査には安心とそれによる生活の質の向上
につながる可能性があるという利益のほか、検
査による身体的・精神的負担、あるいは将来的
に症状や死亡を引き起こさないがんを診断し治
療してしまう可能性があるといった不利益も考
えられることから、任意性を担保し対象者の理
解と同意を得て実施していくことが原則である。
今後成人になった対象者の方が全国に移動し
ても検査機会を確保し、判断に十分な情報を得
られるような体制を構築しながら甲状腺検査を
継続している。この15年間の具体的な検査実施
方法の経緯を過去から現在に至るまで解説し、
これからの検査について紹介した。
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放射線医学県民健康管理センターホームページに全てのスライドを掲載しています

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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１-3　健康診査　 15年でわかったこと、これからのこと

島袋 充生

福島県立医科大学 医学部 糖尿病内分泌代謝内科学講
座 主任教授
同健康増進センター長
同放射線医学県民健康管理センター 健康調査基本部
門長 兼 健康診査・健康増進室長

 

　　　　　　　　　　　　　 　　　

■はじめに
　東日本大震災と福島第一原発事故は、被災住
民に多くの心理的、身体的影響を及ぼした。「県
民健康調査」では、避難地区住民の「健康診査」
を実施し、生活習慣病の予防や疾病の早期発
見、早期治療につなげることを目指している＊。
＊健康診査とは｜放射線医学県民健康管理センター 
　「県民健康調査」とは https://bit.ly/3ROx27m
　本セッションでは健康診査15年でわかったこ
と、「健康診査」で考えるこれからについて述べ
た。

■「健康診査」でわかったこと
　健康診査では、福島第一原発周辺13市町村
の住民で、避難された54,087人（16～84歳）に
ついて、2017（平成29）年度までの推定線量と
生活習慣病発症の関係を調査した。
　その 結 果、推 定 線 量 2 m S v / 年 以 上 群 は
1mSv/年未満群に比べて、高血圧、糖尿病、脂
質異常症、高尿酸血症、肝機能障害、多血症が
相関した（年齢・性別調整）。しかし、避難状況、
生活習慣関連因子†で調整すると相関は消失し

た。以上のことから、推定線量が生活習慣病の
発症に直接影響したとは考えにくく、避難による
生活習慣の変化が生活習慣病の発症に影響し
たと推定した（スライド1-2）。

■生活習慣病と避難、心理的負担
　心理的負担をK6†（24点満点中）13点以上で
陽性とし、トラウマ反応の程度をPTSD†チェック
リスト（85点満点中）44点以上で陽性とし糖尿
病発症との関係を調べた。
　心理的負担陽性のとき、男性のみで糖尿病の
発症が増加した。トラウマ反応陽性のときは男
女とも糖尿病発症が増加した（スライド3-7）。
　震災後、避難住民の方々は、生活習慣の変化
とそれにともなう精神的ストレスによって、肥満
あるいは非肥満・やせに関連する健康障害を増
加させていると想定される。

■「健康診査」で考えるこれから
　生活習慣病を予防し、重症化を防ぐために
は、世界、国、地域、個人レベルでの対策が必要
である。「健康診査」には、個人レベルでの対策

（健康的なライフスタイル、正しい健康知識＝
ヘルス リテラシーの確保）を支援することや、地
域レベルの対策（地方行政・地域社会・職場・学
校・非政府団体（NPO、NGO）での活動等）と協
同することで、避難地区住民の生活習慣病を拾
い上げ、生活習慣改善の支援や、治療への橋渡
し等の取り組みを継続、更にそれを効率化する
ことが望まれる（スライド８）。
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原発事故の生活習慣病：「健康診査」でわかったこと

• 増加：肥満者・メタボ、境界型・糖尿病、腎機能障害、高
尿酸血症、多血症

• 増加したがその後改善：血圧値、LDLコレステロール値（治
療割合が増加）、肝機能障害（身体活動改善）

• 変化なし：白血球数と分画（放射線の直接的な影響は確認
されていない）。

第41回福島県「県民健康調査」検討委員会資料「健康診査」結果まとめ(平成23年度～令和元年度)より作成 1

15歳以下（小児）

16歳以上

震災後、肥満、脂質異常症、高尿酸血症、肝機能障害、高
血圧症、耐糖能異常を呈する小児が一定数存在する。肥満
は改善したが、男児の脂質異常症の改善は遅れている。

「健康診査」生活習慣・震災関連等因子と生活習慣病の関連
40歳以上、男性10,120人、女性:13,961人

第41回福島県「県民健康調査」検討委員会資料「健康診査」結果まとめ(平成23年度～令和元年度)より作成

腎機能障害肝機能異常脂質異常糖尿病高血圧やせ肥満↑ 増加、↓ 低下、空欄
関連なし、– 解析せず 女男女男女男女男女男女男女男

↑↑↑↓↑↑↑↑↑↓↑↑加齢

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑––––肥満であること

↓↓↓↓↓––––やせであること

↑↓週2回以上の運動習慣

↓睡眠に概ね満足

↓↓↓↑↓現在飲酒(2合/日未満)

↓↑↑↓↑↑現在飲酒(2合/日以上)

↑↑↑↑現在喫煙

↑↑↑↑↑↑避難所・仮設住宅を経験

↑↑↑↓↓↑仕事の変化あり

↑↑精神的な不調あり

トラウマ反応の疑いあり

↑放射線影響を高く認識

↑↓↓↓レクリエーションの参加

2

↑ 増加
↓ 減少
空欄 関連が認められない
－ 解析なし

心理的負担 の推定方法

13点以上 心理的負担陽性

3

Kessler, Arch Gen Psychiatry 2003;60:184.

K6問診表（Kessler-6 Scale）

K6： 米国の Kessler らによって、うつ病・不安障害など
のスクリーニングを目的に開発。一般住民を対象とした調
査で心理的ストレスを含む何らかの心理的な問題の程度を
表す指標として広く利用。

厚生労働省
国民生活基礎調査

トラウマ反応 の推定方法

44点以上 PTSD疑

Blanchard EB et al. Behav Res Ther (1996) 34:669–73.
4

PTSD check list

911 World Trade Center
Mann, Mol Psych 2025;31:39

5

Hirai H, Shimabukuro M et al. Front. Endocrinol. 13:1008109.

心理的負担やトラウマ反応は 男性の糖尿病新規発症を増やす
生活習慣病：誰がどう防ぐか

6

Budreviciute et al. Front Public Health
2020:574111 島袋改変（私見）

県民健康調査「健康診査」の役割が期待される

 健康づくりシステ
ムへの予算（健診
機会の提供）

 研究サポート
 プライマリーヘル

スケアシステムの
持続的な構築

 健康政策立案、
実施

 生活習慣病研究
のサポート

 生活習慣病のモ
ニタリング

 国内、国際協力
のサポート

 健康的なライフ
スタイル

 健康リテラシー
（正しい知識）

世界レベル
国連、WHO

国レベル
政府、省庁

地域レベル
地方行政・地域社会・職場・学
校・非政府団体（NPO、NGO）

個人レベル
本人・家族

 健康食の機会提供
 身体活動の場所、時

間の提供
 生活習慣病の予防と

ケアサービスをサ
ポートする仕組みづ
くり

非肥満・やせ
島袋充生：日本内科学会誌、2006
島袋充生：産経新聞 2008年10月24日
島袋充生、糖尿病診療ガイドライン 2019
Tanabe ... Shimabukuro, Diabetes Res Clin Pract 2021

震災後に増加した生活習慣病

7

肥満・脂質異常症

+ 高尿酸血症
増加した

生活習慣病

15歳以下

腎機能障害、脳梗塞•心筋梗塞
心不全、心房細動、認知症 + がん

内臓肥満

肥満症・メタボ

高血圧LDL喫煙

肥満

境界型

糖尿病

16歳以上

高血圧

境界型高中性脂肪
低HDL

予防と治療のエビデンス
予防と治療のエビデンス
◎効果あり
△効果ほとんどなし
– 効果なし

科学的に証明された事実

– 減量
◎お薬

– お薬
◎やる気

–減量
◎減塩
◎お薬

◎減量
– お薬

△減量
◎お薬 （糖尿病性）

細小血管障害
（網膜症•腎症•神経症）

過食・運動不足

過食・運動不足

1. 「健康診査」15年でわかったこと

 成人 一部の小児 で増加： 肥満・メタボ、境界型・糖尿病、腎機能障害、高尿酸血症、多血症
 推定線量が多いと、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、肝機能障害、多血症 が増加

→放射線の直接影響ではなく、避難と生活習慣の影響と推定

 震災後の傾向：避難、生活習慣の変化（不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒）→不安→肥満
とともに生活習慣病が増加

2. 避難にともなう生活習慣の変化と糖尿病と寿命

 心理的負担やトラウマ反応は 男性の糖尿病新規発症を増やす

 避難にともなう生活習慣の変化は、寿命にも影響

3. 「健康診査」で考えるこれから

 各個人、地域が 正しい健康知識 ヘルスリテラシー ＝エビデンス（不適切な生活習慣や予防、
治療の方法）を学び実践

本日のまとめ
take home message

8

放射線医学県民健康管理センターホームページに全てのスライドを掲載しています

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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１-4　被災者とともに歩んだ「ここから調査」 ： 15年を振り返って

堀越 直子

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター 
准教授
こころの健康度・生活習慣調査支援室  副室長

 

　　　　　　　　　　　　　 　
　ここから調査は、福島県の避難地域に指定さ
れた13市町村の住民約19万人を対象に、平成
23年度から毎年実施している。調査と支援の両
輪が大きな特徴であり、回答結果に基づき、支
援が必要と判断された場合には、アウトリーチ
型電話支援†などを実施している。
　主な調査結果として、４歳以上の子どもの情
緒と行動のハイリスク割合は非被災地の9.5％
と比較して高く、特に震災直後には４～６歳で
24.4％と顕著であった。その後はすべての年代
で減少し、年々改善傾向がみられている（スライ
ド１）。一方、一般成人における全般的な精神健
康度のハイリスク割合は、震災直後に14.6％と
高い値を示し、その後徐々に改善しているもの
の、現在も全国平均である3.0％を上回る状態
が続いている（スライド２）。
　電話支援の相談内容も、震災からの経過とと
もに変化している。震災直後は避難生活に伴う
飲酒量の増加や、地震速報をきっかけとしたト
ラウマ反応に関する相談。その後、帰還が進む
中では、家族間での意見の相違による葛藤や、
避難していることを周囲に打ち明けられないと
いった心理的な問題が聞かれた。さらに近年で
は、新型コロナウイルス感染症や能登半島地震

など、社会的出来事に起因する不安への対応な
ど、年月ごとの課題に寄り添いながら、これまで
延べ４万人以上に電話支援を行ってきた（スラ
イド３）。
　また、平成26年度には面接調査を実施し、
調査票への回答理由としては「役立ててほしい」

「自分の思いを伝えたい」といった声がある一
方、「必要性を感じない」「項目数が多い」「書く
ことが負担」といった未回答理由の意見も明ら
かになった（スライド４）。さらに、質問紙の簡素
化や結果のフィードバック、オンライン回答の導
入などの改善要望も聞かれた（スライド５）。こ
れらの意見を踏まえ、平成26年度から結果通知
書の送付を開始した。前年度との比較に基づき
個別にアドバイスを行い、健康状態の理解と生
活習慣を見直すきっかけづくりを目指している

（スライド６）。また、平成28年度からオンライ
ン回答を導入し、令和３年度からは回答負担を
軽減するため簡易版の質問紙を採用した。令和
７年度には震災15年の節目として質問項目を
追加したことから、回答促進のため13市町村の
特産品を抽選で贈る企画も実施された。さらに、
調査結果やセルフケアの情報を掲載した情報誌

「ニューズレターここから」を調査票とともに送
付し、支援が届きにくい未回答者も含めた包括
的な支援に取り組んでいる（スライド７）。
　加えて、自治体や関係機関との連携体制も重
要である。連携会議で活動報告を行うほか、13
市町村を訪問して調査結果や支援内容を共有
し、個別支援が必要な場合には訪問支援を依
頼するなど、各機関の強みを生かした協力体制
を築いている（スライド８）。今後も被災者の声
に真摯に向き合いながら、継続的な支援の充実
に取り組んでいきたい。
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【子ども】 情緒と行動（SDQ）ハイリスク割合の推移

＊非被災地におけるハイリスク割合は９．５％（Matsuishi et al., 2008）

9.5％

第４５・56回「県民健康調査」検討委員会報告書より

%

1

＊SDQ 1６点以上の割合
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4歳～6歳 小学生 中学生4歳～６歳 小学生 中学生

【一般】
全般的精神健康度(K6)13 点以上の割合の推移と年代別

3.0％

%
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14.6

5.0 5.4
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＊日本の一般人口における13点以上の割合は
3 0％（川上  200 ）

K6ハイリスク割合（１３点以上）の推移 令和５年度 年代別

8.5
7.3

3.8

0

5
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16歳～39歳 40歳～64歳 65歳以上

%

第４５・56回「県民健康調査」検討委員会報告書より

＊日本の一般人口におけるハイリスク割合は3.0％（川上ら, 2007）

K6：Kessler ６-item scale（ケスラー６指標）の略。心理的ストレスを含む何らかの精神
的な問題（うつ病や不安障害など）など全般的精神健康度を見るスクリーニングテスト

3

15年の

電話支援を

振り返って

4

調査票を回答した理由

役立ててほしかった/貢献したかった

自分の状況や思いを伝えたかった

福島県や福島県立医大の調査だったから

回答することが習慣だった

時間があった

など

【 ①調査票への協力 】
～被災者の声を聴く～

調査票を回答しなった理由

時間がなかった

自分には必要ないと感じた

項目数が多かった

書くことがストレスだった

調査の目的がわからなかった

など
Horikoshi et.al., Fukushima J Med Sci, 2017, 63(3), 152-9.

6

＼結果通知書の送付／

調査票に回答された方に対し、
一人ひとりに結果通知書を送付。
現在の自身のこころやからだの
状況を表記し、それぞれの結果
に対する具体的なアドバイスを
伝えることで、回答者自身の健
康状態の把握や生活習慣を見
直すきっかけとしての役割。

※令和7年度の詳細調査では、
前年度の結果に加え、震災当時
(平成23/24年度）の結果も表
記する予定。

平成2６年度から

【 ②調査結果の報告 】

7

＼ニューズレターの発行／

調査の結果や実際の支援状況をわかり
やすく解説し、非回答者を含めたセルフ
ケアを高める情報誌を発行。

令和4年度から

包括的な支援に向けて

面接調査から、非回答者は就業者、社
会的孤立、心理的ストレス反応が高い
人であることがわかっているが、調査
への回答がないため、支援を届けに
くい。

Horikoshi et.al., Fukushima J Med Sci, 2017, 63(3), 152-9.

【 ②調査結果の報告 】

8

調査実施への理解と協力

【 ④様々な支援機関とともに 】

調査結果や支援状況の共有

広報紙や連携会議で調査回答への働きかけを依頼

1３市町村連絡会や各種連携会議などで情報交換

困りごとのある被災者へのシームレスな支援
個別ケースの訪問依頼や登録医師の紹介など

5

調査票の改善案

質問紙の分量を少なくする

数年に1回の頻度にする

健診と一緒に回答できるようにする

回答の結果が届くようにする

質問内容を改善する

提出したら特典があるようにする

オンラインで回答できるようにする（自由記載より）

など

令和3～6年度

支援を重視した簡易版

平成26年度～

個別に結果通知書の送付

令和7年度（15年目の詳細調査）

抽選で13市町村の特産品

平成28年度～

オンライン回答を開始

【 ①調査票への協力 】
～被災者の声を聴く～

Horikoshi et.al., Fukushima J Med Sci, 2017, 63(3), 152-9.

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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１-5　10年にわたる妊産婦調査結果と震災後 ４ 年間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォローアップ調査結果

石井 佳世子

福島県立医科大学 看護学部母性看護学・助産学部
門 講師
同放射線医学県民健康管理センター 妊産婦調査室
副室長

 

　　　　　　　　　　　　　 　

　「妊産婦に関する調査」は平成23年度から令
和２年度まで、福島県の妊産婦のこころやから
だの健康状態を把握することを目的に実施され
た。調査回答者のうち、うつ症状ありと自由記載
内容により支援が必要と判断された対象者に電
話支援を行った。震災後10年間の妊産婦への
身体面の調査において、早産、低出生体重児、
先天異常は全国平均とほぼ変わらなかった。さ
らに、被ばく線量を３つの群に分けて早産、低
出生体重児、先天異常の割合への影響も調べた
が、線量の違いによる母親や新生児への影響は
認められなかった（スライド１）。
　一方、震災直後の産後うつ傾向は全国平均よ
り上昇し、その後しだいに減少した。産後うつの
割合が高い要因には、避難生活中、放射線が心
配でミルクを使用することが関連していた（スラ
イド２）。
　震災直後から10年間の育児の自信がない割
合はほとんど変化がみられなかった（スライド
３）。
　次回妊娠を希望しない関連要因には、母親の
年齢の高さ、うつ傾向あり、主観的健康感の悪さ
があった。特に、初産婦の場合、放射線が不安で

ミルクを使用、子どもの先天異常あり、産科医療
への不満、配偶者との別居が、経産婦の場合、不
妊治療を受けていることが次回妊娠を希望しな
いことと関連していた。
　震災後４年間の本調査に回答した方への出
産後４年目、８年目のフォローアップ調査結果
では、震災後１～２年以内に出産した人は、コ
ロナウイルス感染症流行下の８年目フォロー
アップ調査時にうつ傾向が再び上昇した（スラ
イド４）。
　出産後はうつ傾向がなく、出産４年後にうつ
傾向が新たに発生したグループは出産後に主
観的健康感の悪さ、精神疾患の通院歴あり、育
児の自信なし、放射線の影響が心配で次回妊娠
を希望しないと回答した母親に多くみられた。
一方、出産直後にうつ傾向があり、出産４年後に
うつ傾向が改善したグループは、出産後に非常
に健康、精神疾患の通院歴なし、育児の自信あ
り、次回妊娠の希望あり、今回の出産で十分な
ケアが受けられたと回答した母親に多くみられ
た。
　出産後４年目・８年目のフォローアップ調査
において、放射線の影響についての不安なこと
を調査したところ、子どもの健康を心配する割
合が一番多かった。子どもの外遊び、水、食品、
子どもの健康は年度ごとに不安の割合が減っ
たが、遺伝的な影響、偏見への不安の割合はほ
とんど変化がなく、長期的な影響への不安はな
かなか解消されないことがわかった（スライド
５）。
　2011年度の電話支援を受けた方の特徴とし
て、初産、避難区域内、震災で妊婦健診を予定通
りに受診できない、放射線の影響を心配しミル
クを使用した、帝王切開術を受けた、子どもに先
天異常がある方の割合が高いことが分かり、緊
急時でも放射線に関する対応だけでなく、平常
時と同様の育児支援を行う必要性が示唆された

（スライド6-8）。
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震災後４か月間の外部被ばく線量を３つのグループ（低、中、高）
に分けても、違いはみられなかった

SLIDE 8
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低出生体重児率
オッズ比

※多重ロジスティック回帰分析
共変量：母体の年齢、児の性別、震災からの日数、初産かどうか、前置胎盤、

妊娠高血圧症候群、不妊治療の有無、精神的不調の有無、避難区域かどうか
Yasuda S, Okazaki K, Nakano H, et.al. : J Epidemiol . 2022; 32(suppl 12): S104-S114.

オッズ比 オッズ比

放射線被ばく量による早産・低出生体重児・先天異常
への影響
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本調査：うつ傾向 本調査：EPDSによる推定割合※ 全国調査※※

※ Mishina H, et al. Pediatr Int. 2009; 51: 48.
※※健やか親子21：全国調査2次8.4%（2013）、9.8%（2017）、9.7%(2020報告値)

震災直後の母親におけるうつ傾向の割合は全国調査よりも高かったが、
徐々に全国レベルまで回復しつつある。

産後うつ傾向の割合

SLIDE 13

育児の自信なし（年度別）

※ 厚生労働科学研究『「健やか親子21」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進に
関する研究』（山縣然太朗班）
3・4ヶ月児健診における子育てに自信が持てない母親の割合 2013年度19.3%

育児の自信なしの割合は全国と同程度
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SLIDE 16

出産後4年目・8年目フォローアップ調査：うつ傾向

年度 ８年目
コロナウイルス感染症

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

本調査 27.1% 25.5% 24.5% 23.4% 22.0% 21.1% 20.7% 18.4% 18.3% 18.0%

フォローアップ（４年目） 25.6% 25.7% 23.5% 22.5%

フォローアップ（８年目） 24.3% 27.1% 24.9% 24.9%
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２０２０年度本調査
コロナウイルス感染症

うつ傾向

・震災後まもなく出産した母親はうつ傾向が高く、子どもへの放射線の影響を
心配している割合が多い
・震災後まもなく出産した母親は4年8年経っても、うつ傾向の下がりが悪い

遺伝的な影響 子どもの外遊び 水 偏見 食品 子どもの健康

2011年4年目 35.0% 39.5% 43.3% 44.0% 50.5% 79.5%

2012年4年目 33.0% 30.5% 36.9% 46.8% 43.9% 68.7%

2013年4年目 34.1% 28.8% 32.2% 45.2% 38.1% 66.3%

2014年4年目 31.1% 25.4% 31.0% 45.6% 35.9% 63.3%

2011年8年目 35.8% 18.6% 29.5% 42.6% 33.7% 68.1%

2012年8年目 39.0% 13.0% 23.6% 38.3% 28.8% 62.8%

2013年8年目 36.5% 13.5% 24.3% 40.0% 29.0% 60.6%

2014年8年目 36.5% 11.7% 24.8% 37.2% 25.9% 58.6%
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出産後4年目・8年目フォローアップ調査：放射線の影響不安

SLIDE 18

・外遊び、水、食品、子どもの健康への不安の割合が減ってきている
・遺伝的な影響、偏見への不安の割合はほとんど変化がない

SLIDE 19
石井佳世子, 後藤あや, 太田操, 安村誠司, 藤森敬也. 母性衛生. 2017; 57:4.

2011年度 電話要支援者の特徴

放射線に関する不安への対応だけでなく、
平常時同様の育児支援も必要

**

**

**

**

**

*

**p<.001, *p<.01
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放射線影響心配でミルク使用

妊健を予定通り受診できず
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非支援者 電話要支援者

SLIDE 20

電話要支援者の相談内容（本調査１０年間）
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放射線影響や避難に関する相談件数は減少傾向にある。震災後から数年後の
相談の焦点は心身の健康や子育てへと移行している。

SLIDE 21

まとめ

本調査の範囲では、放射線被ばく量と早産・低出生体重・先天
異常について明らかな関連は認められなかったが、精神面、特
に産後うつ傾向の割合が震災直後に上昇した。

うつ傾向は次第に減少傾向にあったが、震災後に出産した人の
フォローアップ調査では、コロナ感染症の蔓延時に再びうつ傾
向が上昇した。

震災後に出産した人は出産後4年、8年経っても、放射線の
遺伝的影響や偏見への不安は解消されにくい。

災害時であっても、災害に関するケアだけでなく平常時同様の
育児支援も必要

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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セッション１

「震災後の15年の歩みと課題」
� ディスカッション抄録

座　長：大平 哲也、池田 紀子
登壇者：石川 徹夫、鈴木 悟、島袋 充生
　　　　堀越 直子、石井 佳世子

　ディスカッションは、参加者から事前または当日に受けた質問を座長が代読し、それに答える形で
進められた。

■基本調査の調査期間は原発事故後、事故発生から ７ 月 １ 日までの約 ４ か 月間であったが、福島

県内の放射線の値は地域によって原発事故前よりも高い状態が続く中で、それ以降の調査は必要

なかったのか（代読）。

（石川）これに関して３つほど理由を説明する。１つ目は、行動記録を記入していただく際に、記憶で
きる期間に制約があることである。４か月間の行動を思い出して書くこと自体も大変であり、それ以上
の期間になると正確に思い出すのがさらに難しくなると考えられる。
　２つ目は、調査自体が６月末から問診票の配布を開始した点である。例えば、７月や８月まで行動
記録を書いていただく場合、６月末に問診票を受け取った方は記入・提出まで長期間待つ必要が生
じる。そのため、できるだけ早く結果を返すことを考慮し、４か月間という期間を設定した。
　３つ目は、9月頃から各自治体で個人線量計を用いた調査が始まったことである。これにより、外部
被ばく線量†は個人線量計によってある程度モニタリング可能となるため、基本調査の期間は４か月
間と設定した。

■将来的に症状や死亡を引き起こさないがんというのはどのような状態のがんなのか、また、その

ようながんを診断し治療するとどのような身体的影響があるのか（代読）。

（鈴木）確かに、がんは体に影響を与える可能性があると考えるのが一般的である。質問に対する答え
としては、対象となるがんは非常に進行が遅い状態にあるものである。
　例えば、甲状腺†にがんができた場合でも、血管や気管を圧迫するような障害が生じない限り、がん
が直接体に影響を及ぼすことはほとんどない。このように、症状や健康への影響をほとんど与えない
まま長期間かけて大きくなるがんを診断してしまうことを「過剰診断」と呼ぶ。
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　そういったがんを治療した場合に生じる影響として、例えば甲状腺を全摘出
すると、生涯にわたり甲状腺ホルモンの服用が必要となる。しかし、福島県で
は、早期に発見された一部のがんについては、部分切除による手術が可能であ
り、その場合はホルモン補充が不要で完治することも認められている。

■避難に伴う精神的ストレスがどのようなメカニズムで体に影響を与えるのか、

具体的に教えてほしい。また、今回の結果で女性よりも男性の方が関連が強かっ

たということに関して、メカニズム的に何かあれば教えていただきたい（代読）。

（島袋）ストレスを感じると体内では副腎皮質ホルモンが増加し、糖尿病を引き起こしやすくなること
がよく知られている。
　男女差について、推定される機序†は２つ考えられる。
　１つ目は、ストレスの訴え方の性差。女性は、自分の大変さやストレスを表現しやすく、（自己判断に
よる）ストレススコアが高くなりやすいとされる。男性は、それを表現することが難しく、ストレススコア
に反映されにくい傾向がある。
　２つ目は、ストレスを感じたときの対処の仕方の男女差である。一般に、女性はコミュニケーション
能力が高く、ストレスを感じた際には仲間と会話することで発散しやすい。男性は、それを言葉にする
ことが難しく、我慢してしまう傾向のため、ストレスの影響が体に現れやすいと考えられる。

■人は時間の経過とともに避難先の生活にも順応するものと思うが、15年が経過し避難されてい

る方にはどのような心身的影響があるのか。それは震災直後の避難当初と

比較してどう変化しているものなのか（代読）。

（堀越）震災直後は、原発事故による避難により、仕事や住まいも変わり、地域
の人々との繋がりも突然失われた。さらに、家族が離れ離れになるなど、生活
は大きく変化した。その結果、不眠や強い不安、動悸といった急性的なストレス
反応が見られ、生活習慣にも大きな影響があったと考えられる。
　一方で、震災から15年が経過した現在では、当初の強い不安は落ち着いて

きている人もいるが、長期にわたる避難生活による慢性的なストレスや孤立感が依然として課題と
なっている。電話支援や自由記載の内容からも、そのような状況がうかがえる。
　実際には、避難していることを周囲に言えないまま生活している若者や、避難先の地域に馴染めず
孤立を感じている人もいる。また、「このままでよいのか」という将来への不安や、帰還をめぐる葛藤を
抱えているケースも見られる。
　重要なのは、避難者の状況は一人ひとり異なるという点であり、すでに新しい生活を築いている人
もいる。そのため、影響の現れ方も人それぞれであり、今後も個々の状況に応じた支援が必要である
と考えられる。

■産後うつという言葉があるように、平常時でも出産後にうつになる人はいると思うが、震災など

を経験された妊産婦の方のうつには、何か特徴はあるのか（代読）。

（石井）うつ症状とは、発表にもあったように、気分の落ち込みや憂うつ感に加え、物事に対して興味や
関心が持てない、あるいは心から楽しめない状態が主な症状とされている。
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　震災等を経験した妊産婦におけるうつの背景には、いくつか特徴的な要因がある。放射線による子
どもへの健康影響に対する不安や、避難生活による急激な環境の変化などによってうつ症状が生じ
やすくなる。そのような背景が特徴的なところとなる。

■なぜ内部被ばくについての調査はなされていないのか（代読）。

（石川）住民の線量評価については、本学がすべてを担っているわけではなく、
複数の機関が分担して実施している。例えば、内部被ばくについては、ホール
ボディカウンタによる検査を福島県や市町村が中心となって実施してきた。ま
た、事故から４か月以降の外部被ばくについては、市町村が住民に個人線量
計を貸し出し、モニタリングを行ってきた。
　さらに、甲状腺の内部被ばく†に関しては、環境省の委託事業として、国の研
究機関等が研究・評価を行ってきた。

　このように、線量評価は特定の機関がすべての責任を負って実施しているのではなく、複数の機関
が役割分担のもとで行っているものである。
　なお、他機関の研究成果を活用することはあるが、基本的には各機関がそれぞれの分野で実施し
ている点をご理解いただきたい。

■全国で甲状腺検査を受けられる体制を構築しているということだが、検査会場によって検査の

質に差は生じないのか（代読）。

（鈴木）先ほど申し上げたとおり、県外で検査を受けることができる医療機関の数は少なく、量的には
今後さらに増やしていく必要がある。
　現在は、一次検査を実施した県内外のすべての医療機関からの超音波画像の所見は、本学に送付
され、本学において統一的に判断が行われている。
　したがって、診断の質に差が生じることは基本的にないと考えている。

■今後については生活習慣改善の支援など、市町村との連携がますます重要と思うが、どのように

取り組んでいくのか。また、必要な（健康）情報が、確実に当事者に伝わる評価方法が不可欠と思わ

れるが、どのように取り組んでいくのか（代読）。

（島袋）（避難した方々の）生活習慣病は近年増加し、特に肥満のある方では、腎臓疾患や心血管疾患
のリスクが高まっている。これらの原因として、血圧、血糖、脂質異常、肥満、喫煙などのリスク因子が
継続し、発症しやすくなることが挙げられる。
　これらのリスクを本人にしっかり伝えることが重要である。研修を受けた方々には一定程度伝わっ
ているものの、それだけで具体的に何をすればよいか分からない場合も多いと考えられる。
　そのため、市町村の担当者や保健師、管理栄養士などの行政関係者と情報を共有し、現場から継
続的に指導や支援を行うことが重要である。我々が一方的に伝えるだけでなく、現地の担当者を通じ
て丁寧に伝え、継続して取り組むことが求められる。
　また、近年受診率が低下しているため、医療機関を受診していない方にもこうした情報が届くように
する必要がある。この点についても行政の担当者と連携し、今後さらに連携を強化していきたい。
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■ここから調査の電話支援で、全般的精神健康度（K6†）のハイリスク割合が高い方に対して、大事

にしていることを教えてほしい（代読）。

（堀越）まず、どのような方に対しても、相手が安心して話せるよう、傾聴の姿勢
と共感的な対応を心がけている。一方で、心の悩みを抱えている方の中には、
ご自身の心身のSOSに気づいていない場合もある。無理をして頑張り続けてし
まう方も少なくないため、私たちは事前の調査票をもとに、通院状況や睡眠状
況、相談先の有無などを確認し、対象者の状態を把握している。
　これらの情報を踏まえ、総合的に判断しながら、特にメンタル面でのハイリス
ク者については、危機的な状況を見逃さないことを重要視している。
　そのため、必要に応じて受診の目安をお伝えするとともに、市町村の保健師や関係機関と連携し、
見守り体制を意識した対応を行っている。

（池田）単に話を聞くだけではなく、その方の置かれている状況に応じたアプローチを行い、居住地域
の状況にも寄り添いながら支援につなげていくことが重要である。これは、先ほどの島袋先生のお話
にも通じる点であると感じる。
　そのような意味で、電話支援は一方向ではなく、双方向の関係を築くための出発点となる重要な支
援であると感じる。

■震災時の早産や先天異常などは増加がなかったとのことだが、今後、震災時に幼児であり、ずっ

と低線量被ばく下で成長した子供たちが出産するとき、遺伝などの影響はあ

ると思うか。また、そういった調査は行わないのか（代読）。

（石井）発表でも一部触れたが、被ばくした子どもたちが将来出産した子どもへ
の影響、すなわち遺伝的影響については、環境省の資料によると、原爆被爆者
の子どもにおける染色体異常を調査した報告がある。被爆した親から生まれた
子どもと、被爆していない親から生まれた子どもを比較した結果、染色体異常
の発生割合に有意な差は認められなかったとされている。

　さらに、その他の調査においても、子どもが成長後にがんを発症する割合や、がんによる死亡割合、
生活習慣病の有病割合については、親の被ばく線量との関連は認められていないと報告されている。
　今後は、対象となった子どもたちの成長後の追跡調査や、さらに次世代、すなわち孫世代への影響
に関する調査についても検討が進められている。

■外部被ばく線量†に関して、今回の講演で新たに加わった知見は何か（代読）。

（石川）基本調査では、事故後の行動記録を問診票に記入していただき、それをもとに被ばく線量を
集計しているが、近年では問診票の回答数が減少しており、線量分布などに関する新たな知見はあま
りないというのが現状である。
　一方で、県民のアンケートの結果を見ると、基本調査について「名前は聞いたことがあるが、内容
についてはわからない」あるいは「実施されていること自体をよく知らない」といった方も多く見受け
られる。
　そのため、過去に講演を聞かれた方にとっては、内容が前回と類似していると感じられた部分も



－ 30 －

あったかもしれないし、すでに基本調査をご存じの方には、今回の発表は物足りなく感じられたと考え
ている。しかしながら、全体としては基本調査について十分に理解されていない方が多いことから、今
回の発表は主にそうした方々を意識して構成した。この点についてご理解いただきたい。

■甲状腺†検査の成人になった対象の方の意思決定のために十分な情報が得られるような体制と

は、具体的にどのような体制なのか（代読）。

（鈴木）検査開始当初は未就学児も対象に含まれており、その方々は検査の目
的を十分に理解していない状況であった。そのため、これまで特に力を入れて
きたのは、「なぜこの検査を行うのか」を知っていただくこと。
　具体的には、小中学生向けに検査の説明パンフレットを作成し、対象者へ
配布することで理解の促進を図ってきた。また、出前授業を実施し、超音波機
器の紹介を含めた医療一般の説明とあわせて、甲状腺に関する知識の普及に
も取り組んできた。

　しかし、これらの取り組みだけでは十分に関心を持っていただくことが難しい面もあったため、興味
を喚起することを目的として、今回ご紹介したように、アニメーション動画（YouTube等）を活用し、検
査のメリット・デメリットを分かりやすく伝える取り組みを進めている。

■健康診査を15年行ってきた中で課題があるとすれば、その課題を今後の災害での対応にどう生

かしたらよいのかお考えがあればお伺いしたい（代読）。

（島袋）災害後に生活習慣病の発症を継続的に調査した例は、歴史的にも世界
的にもほとんどなく、本調査は非常に重要な意義を持つと認識している。
　15年の継続調査から、避難生活を中心とした生活環境の変化が、住民の生
活習慣病の発症や進展に大きな影響を与えることが、明らかになってきた。
　一方、こうした結果を住民にどのように伝え、行動変容につなげるかという点
は、十分でなかった可能性が課題として挙げられる。
　しかし、その関わり方は容易ではなく、生活習慣の改善を一方的に促すこと

は難しい。わたしの外来診療でも、望ましい患者・医師関係が築かれている場合、踏み込んだ助言が
可能だが、初対面に近い方に同様の対応を行うことは簡単ではない。
　そのため、対象者との関係性や状況に応じて、無理のない形で行動変容を促すための、計画的かつ
段階的な関わり方が重要であると考えている。

（大平）今回のディスカッションを通じて、さまざまな点について考える機会となった。これまでの10年
から15年の経過の中で、おおよそ10年を経た時点で、心身への健康影響について一定の知見が得ら
れてきたと考えられる。
　今後は、これらの知見をどのように住民に伝えていくのか、そしてそれをどのように住民の健康増進
につなげていくのかが、非常に重要な課題である。
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　こうした点は、今後の県民健康調査における重要な課題の一つであると感じた。

（池田）本日は５つの調査についてご報告いただいたが、こちらから拝見していて、それぞれに縦の流
れと横のつながりがあり、全体として一つの形が織りなされているように感じながら、先生方のお話を
伺っていた。
　本日ご参加の皆様にも、今後、福島県民の皆様を支えていくために、引き続きお力添えをいただき
たい。
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基調講演

座長 ： 志村 浩己 （福島県立医科大学）

低線量被ばくによる健康リスクに関する疫学研究から得られた教訓

ローリエ・ドミニク

（フランス原子力安全・放射線防護機関〈ASNR〉）

質疑応答（質問者：志村 浩己）
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ローリエ ・ ドミニク　

放射線疫学専門家
フランス原子力安全・放射線防護機関（ASNR）
ヘルスリサーチ・専門知識局副局長

基調講演　
低線量被ばくによる健康リスクに関する疫学研究から得られた教訓

 

　　　　　　　　　　　　　 　
　過去70年にわたり、放射線被ばくの健康リス
ク評価のため、数多くの疫学†研究が実施され
てきた。しかし、特に低線量および低線量率の
領域では、依然として不確実性が残っている。最
も有益な研究は、大規模な人口集団を対象とす
る精度の高い個人線量の再推計に基づき、わず
かな過剰リスクもとらえることができるもので、
近年では、原爆被爆者研究、原子力関連労働者
の研究及び医療被ばくに関する研究が特に重
要な知見を提供している（スライド２）。
　原爆被爆者のコホート研究†は本分野の中心
的な研究であり、70年以上経た現在も重要な知
見を提供し続けている。この研究から、白血病、
乳がん、肺がん、甲状腺がん、大腸がんなど、多
くの特定のがんにおける放射線関連リスクが明
らかにされ、固形がん、および白血病のリスクは
線量の増加とともに上昇することが示された。発
症までの期間は、白血病では数年、固形がんで
は数十年に及び、また、被ばく時の年齢が若い
ほど影響が大きく、特に女性の乳がんは思春期
に高い感受性があることが明らかとなった（スラ
イド３）。
　過去20年間に得られた研究で、低線量被ば
くと健康リスクに関する理解は向上している。
近年の大規模研究（共同研究やメタアナリシス
†を含む）では、医療、職業、環境による被ばく由
来の、固形がん、白血病、甲状腺がんなどへのさ

まざまな健康影響が示されている。これらの研
究の一部では、線量を100mSv未満に限定した
場合でも線量―リスク関係が認められている。
すべての疫学研究において低線量域での有意
な結果を示しているわけではないが、現在では
100mSv未満においても、がんのリスクが存在
することを示すエビデンスが得られている。ま
た、反復または長期にわたる被ばくによりがんリ
スクが増加する可能性を示す知見も得られてい
る。これらの結果は、低線量が低リスクであるこ
とを示しているとともに、低線量または低線量率
において、しきい値なし（LNT）モデル†から大き
く逸脱するという疫学的証拠は説得力に乏しい
ことを示している。仮にしきい値が存在するとし
ても、それは数十mGyを超えるものではないと
考えられる（スライド4-5）。
　非がん性疾患に関する長期的影響について
も興味深い結果が得られている。中程度の線量
域では、水晶体混濁や循環器疾患に関する線量
―リスク関係のエビデンスが示され、神経認知
疾患に関する研究も進んでいる。ただし、これら
はがんに比べて知見が（生物学的・疫学的両面
において）まだ十分ではなく、結果にもばらつき
があるため、慎重な解釈が求められる。現在、複
数の専門家機関（UNSCEAR、ICRP）が科学的知
見の評価を進めている。さらに、原子力事故後
には、放射線によるものではない影響として、精
神的・生活習慣の変化による精神疾患や代謝性
疾患などの健康リスクの増加も指摘されている

（スライド６）。
　低線量を対象とした疫学研究は実施が難し
く、その結果の解釈には注意が必要で、すべて
の知見を総合的に評価して判断すべきである。
近年の研究は、多くの新たな知見をもたらした
半面、新たな課題も提起している（例：雇用期間
によるリスク変動、非がん影響の大きさ、他のリ
スク因子との複合暴露の影響など）。最近の疫
学研究の知見は、科学的理解の向上にとどまら
ず、放射線防護体系の前提に関する重要な情報
も提供している。例えば、線量－リスク関係の形
状、線量率の影響、異なる人口集団間でのリス
ク外挿、性別や年齢などによる効果修飾に関す
るする知見が得られており、放射線防護体系の
強化に寄与している（スライド7-8）。
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放射線医学県民健康管理センターホームページに全てのスライドを掲載しています

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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基調講演・質疑応答

　演者のローリエ・ドミニク博士と座長の志村浩己教授が、参加者から受けた質問をもとに質疑応答
を行った。

■福島県における甲状腺吸収線量†は、最大でおよそ30mGyで大多数は10mGy未満の低線量で

ある。この線量を踏まえて、福島県における甲状腺がんのリスクについてはどのように解釈したら

よいか（代読）。

（ローリエ）本日の講演で伝えたいことは、線量－リスク関係に
ついて、低線量においてもより多くの知見が蓄積されてきてい
るということである。それは、以前と比べてリスクが高くなって
いるということではなく、リスクをより正確に定量化し、評価で
きるようになってきていることを意味している。とはいえ、低線
量域では依然として統計的な不確実性が大きく、仮に線量とリ
スクの関連が存在するとしても、がんの発生確率は極めて低い
と考えられている。
　福島では、大多数の住民の被ばく線量が非常に低いため、
仮にリスクがわずかに増加していたとしても、それを疫学†的

な研究で推定することはほぼ不可能なレベルである。この10～20年間の数十万人から100万人規模
の母集団における研究においても、低線量域でのリスクは非常に小さい、あるいは検出が困難である
という結果が示されている。よって福島県全体を集団として見た場合、甲状腺がんのリスクは「非常に
低い」と評価するのが妥当であり、一部に若干高めの線量を被ばくされた方が含まれる可能性はある
が、その人数は限られており、統計的に見ても全体への影響は極めて小さいと考えられる。
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■甲状腺がん以外のがんリスクについてはどうか（代読）。

（ローリエ）小児における甲状腺がんと白血病は、放射線との
関連が最も強く、線量－リスク関係が比較的現れやすく、かつ
潜伏期間も短いため、放射線影響を評価する際の指標となる。
一方で、他のがん種については、低線量域では影響を明確に
示すことが難しく、個別の疫学†研究だけで結論を出すことは
困難である。そのため、特定のがんについて断定的に評価する
というよりも、例えば特定の集団で、集団全体のがん発生の状
況のモニタリングする「サーベイランス」を実施し、そう言った
調査の情報提供を行っていくことは重要だと思う。県民健康調
査では健康診査を実施しており、その中で血球の正常性も確
認されている。また、がん登録も制度が整備されているため、
がん登録データを利用することも可能になっている。例えば基
本調査の線量の分布などの情報と、がん登録の情報を比較し
ていく体制も整っているため、比較検討は可能である。

■循環器疾患と神経認知機能に関する線量リスク関係では、原子力災害における環境変化による

二次的な変化の影響について，また，それらの生物学的メカニズムについてどのように考えられる

か（代読）。

（ローリエ）がん以外の疾患、たとえば循環器疾患や神経認知
機能への影響については、近年研究が進められてきているが、
がんに関する研究と比較すると、蓄積されている科学的知見
はまだ限られており、その解釈には慎重さが求められる。
　この20年ほどの間に、これらの疾患と放射線被ばくとの「潜
在的な関連性」について議論が行われてきた。併せて、どのよ
うなメカニズムや生物学的機序†が関与し得るのかについて
も研究が進められているが、現時点では結論は確立しておら
ず、今後の研究成果、さらなる知見の蓄積を待つ必要がある。
　循環器疾患を例にとると、放射線被ばくはリスク要因の一つ

として位置づけられるものの、それ自体が主な原因と考えられているわけではなく、循環器疾患の発
症には、食生活、運動習慣、喫煙、コレステロール値などの生活習慣が大きく影響するとされており、こ
れらが主要な要因である。
　したがって、放射線の影響は、多くのリスク要因の中の一つに過ぎず、その寄与は比較的小さいと
考えられている。この点を踏まえ、放射線の影響を過大にも過小にも評価せず、他の重要な生活習慣
要因とあわせて総合的に理解することが重要である。

■我々の福島における活動について、期待していることは何か（代読）。

（ローリエ）まず強調したいのは、これまでの取り組みを継続していくことの重要性である。とりわけ、県
民健康調査は極めて客観性の高いデータを継続的に提供している点において、高く評価されている。
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県民健康調査の大きな特徴は、避難の有無や被ばくレベルの違いといった多様な条件下にある母集
団について、長期的かつ体系的にデータを蓄積している点にあると考えている。これにより、異なる被
ばく状況や生活環境の違いが健康に及ぼす影響を、客観的に評価する基盤が構築されている。この
ような縦断的データは、単に福島県内における住民の健康管理に資するだけでなく、将来の原子力
災害に備えるうえで、国際的にも極めて重要な意義を有する。実際に、フランスにおいても、原子力事
故が発生した場合にどのような疫学的サーベイランスを実施すべきかについて、保健当局から検討
を依頼されている。具体的には、事故発生時にどのような疫学調査を実施するのか、誰がどの役割を
担うのか、さらに潜在的な健康リスクをどのように評価するのかといった点について、県民健康調査か
ら得られた教訓は極めて重要であり、安村先生もこのフランスのプロジェクトに参画されているが、福
島で得られた経験を活かして、フランスのみならず欧州全体、さらには他地域においても整備されて
いくことを期待している。
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セッション２

被災地の未来－明日に向かって

座長 ： 坪倉 正治（福島県立医科大学）、 前田 正治（ふくしま心のケアセンター）

２ －１　　被爆80年、被爆者からのメッセージとレガシー、そしてこれから

　　　　　  神谷 研二（放射線影響研究所）

２ －２　　大災害後のこころのケアの現状と課題

　　　　　  加藤 寛（兵庫県こころのケアセンター）

ディスカッション

　　　　　 座　 長 ： 坪倉 正治、前田 正治

　　　　　 登壇者 ： 神谷 研二、加藤 寛
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2-１　被爆80年、被爆者からのメッセージとレガシー、そしてこれから

神谷 研二

公益財団法人 放射線影響研究所 理事長

 

　　　　　　　　　　　　　 　
　原爆放射線の健康影響は、80年近い原爆傷
害調査委員会－放射線影響研究所（放影研）の
長期の大規模な疫学†調査により解明が進めら
れてきた。その結果、被爆者に白血病、多種類
のがんと非がん疾患が増加することが明らかに
された（スライド1-3）。この成果は、被爆者の援
護施策や健康管理の基盤となると共に、国際機
関を通じて、国際放射線防護体系の最も重要な
基礎資料となり、人類を放射線の健康被害から
防護することにも貢献している（スライド４）。こ
の様な大きな成果が得られたのは、被爆者や被
爆二世の全面的な協力があったお陰であり、放
影研は常に感謝の念を胸に調査を実施してい
る。しかし、この放射線の健康影響に関する知見
は、国内外の国民には広く共有されていない。
福島原発事故では、誤った放射線健康リスクに
関する情報がインターネット等で広く拡散し、風
評被害は福島の人々を苦しめ、県民は健康に関
し強い不安を抱いた。被災３県に於ける、「震災
関連死」と「震災に関連する自殺者」の累積死亡
者数では、両者とも福島県が最も多い死者数で
推移している（スライド５）。これらの原因の一つ
は原発事故だと考えられる。一方、福島県が実
施している県民健康調査で推定された外部被ば
く線量では、「統計的有意差をもって確認できる
ほどの健康影響が認められるレベルではない」

との見解が示されている。従って、福島原発事
故は、放射線被ばくによる身体上の健康影響の
問題のみならず、人々の心や心理、社会、コミュ
ニティや人間関係等々に大きな影響を与える事
故であると考えられる。原発事故が、住民の心や
社会に与えた衝撃の大きさは、住民が、どの様
に放射線影響を受け止めていたかとも関連す
ると考えられる。現在までの放影研の調査結果
では、遺伝的影響は認められていない（スライド
6）。一方、福島原発事故で遺伝的影響があると
考えた住民が、2011年の約60%から2023年の
約20%まで減少したことは、事故当時は、放射線
の遺伝的影響や健康影響に関する情報が住民
に十分共有されていなかったことを示唆している

（スライド７）。この様なことから、原爆被爆者の
健康影響に関する知見が社会に十分共有され
てないことが、事故直後の社会の混乱や風評被
害、偏見などをより増悪した可能性があると考え
られる。福島県に「震災関連死」と「震災に関連
する自殺者」が多い事実も、この様なことが背景
にある可能性がある。しかし、この状況は、住民
の認識が20%まで減少した様に改善できる可能
性がある。
　昨年、被爆者の核兵器廃絶のメッセージは世
界の共感を呼びノーベル平和賞が授与された。
同時に、被爆者の協力により解明された科学的
知見は、人類の放射線防護に大きく貢献してお
り、これからも人類の健康を守るレガシーとなっ
ている（スライド８）。私達は、被爆者から学んだ
ことを大切にし、今後も放射線影響の解明を推
進すると共に、これらの知見を広く社会に発信し
て、放射線影響に関する誤解、偏見、差別や風評
被害のない社会を作って行く必要があると考え
ている。
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スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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2-2　大災害後のこころのケアの現状と課題

加藤 寛

兵庫県こころのケアセンター長

 

　　　　　　　　　　　　　 　
　災害後急性期の精神科医療および精神保健
活動の変遷を振り返った。この時期には、まず
被災した精神科医療機関の支援が必要になる。
阪神・淡路大震災では、被災した精神科診療所
の機能を補完することが重要で、精神科救護所
と呼ばれる診療機能を各保健所に作り、約３か
月にわたり活動した。当時は外部支援者をコー
ディネートする体制はなく、受け皿となった地元
の保健所が苦労しながら調整し、遅れて県精神
保健センターが情報収集と全体の体制づくりを
していった（スライド１）。
　東日本大震災は未曾有の大規模災害であり、
さらに原発事故が重なったことから支援活動は
多くの困難に直面した。精神科医療活動に関し
て、厚生労働省は必要性を早くから認識し発災
から２日目には各都道府県に支援チームの派遣
要請をしている（スライド2-3）。これに呼応して
沢山のチームが現地入りしたが、配置の不均等、
コーディネートの困難などの問題は未解決のま
まだった。この震災での課題の一つは精神科病
院の被災であった。宮城県では３病院が被災、福
島県では５病院が避難指示地域にあり、多数の
患者を転院させなければならなかった。その際、
宮城県では被災状況の把握が遅くなったこと、福
島県では転院時に多数の死者が出たことなどが
大きな問題となった。厚労省はこれを契機に災
害派遣精神医療チーム（DPAT†）を創設した（ス
ライド４）。DPATはDMAT†をモデルにしており、

指揮命令系統の確立、情報管理の徹底が体制の
基盤となる。DPATはその後、災害後急性期の精
神科医療を支える体制として拡充されてきたが、
いくつかの課題を抱えている。たとえば、精神科
病院支援に重点が置かれすぎている一方で、診
療所や福祉施設への支援が想定されていないこ
と、あるいは先遣隊（日本DPAT）とローカル隊と
では養成や運用面で格差があること、などが挙げ
られるだろう（スライド５）。
　復興期には、都道府県保健所、市町村の地域
保健部門が保健活動を行う中に精神保健活動
を織り込みながら、必要に応じて中長期に活動
を継続するというのが、最も基本的な枠組みで
ある。被災程度が甚大で地域内のマンパワーで
は対応できない場合には、新たな組織を立ち上
げることになり、阪神・淡路大震災以降の四つの
震災で「こころのケアセンター」が設置されてき
た。これが設置される利点は、専門職のマンパ
ワーが増えるという単純な貢献、民間組織であ
ることで柔軟な事業展開ができること、などが挙
げられる。一方、直面する課題は、新参組織が地
域のネットワークに認知されるまでに時間を要
すること、スタッフの確保とモチベーションを維
持することの困難さ、有期限のため事業の終結
と移行を常に意識しなければならないこと、な
どが指摘できる（スライド6-7）。
　都道府県が作る地域防災計画をみると、復興
期の精神保健活動に関する記載がある自治体
は少なく、記載があったとしても質量ともに極め
て限定的である。したがって、大災害が発生し専
従組織であるこころのケアセンターを作る状況
になってから、過去の情報を集め、資金の調達、
マンパワーの確保に急いで取り組まなければな
らず、立ち上げまでに大きな負担を強いられる
こととなる。防災分野では事前復興という言葉
がよく使われるが、復興期の精神保健対策につ
いて、災害規模ごとに対策を事前に検討してお
くとともに、携わる可能性のある人員を事前に
登録し、研修などを行っておくことを考えておく
べきであろう（スライド８）。
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放射線医学県民健康管理センターホームページに全てのスライドを掲載しています

災害後の精神科医療活動と精神保健活動

急性期の医療活動

・被災病院支援

・被災診療所支援

・精神科救急事例

移行期の地域活動

・避難所へのアウトリーチ

・支援者支援

中長期の保健活動

・高リスク住民支援

・啓発活動

・支援者支援

・専従組織の開設

震災後早期の精神科医療活動

被災した精神科病院入院患者の転院

外来通院患者への医療提供

未治療の精神障害者への対応

精神科救急事例への対応

新たな精神的問題への対応

これらは、災害の種類、規模、発生場所、精神科
医療資源などによって異なる。

災害後早期の精神科医療
および精神保健活動

 阪神・淡路大震災 (1995)

 被災した精神科診療所支援（精神科救護所）

 大規模な外部支援と混乱

 新潟県中越地震 (2004)

 外部支援者のコントロールに成功

 東日本大震災 (2011)

 新たな課題：精神科病院の被災

 大規模かつ長期の外部支援と混乱

 DPAT制度の活用：熊本地震(2016)など

災害派遣精神医療チーム（DPAT）の創設

東日本大震災後の反省から厚生労働省が
設置を決定した。

DMATがモデル

指揮命令系統の確立

情報管理の徹底（EMIS, J-Speedなど）

DPATの課題（災害後早期）

 病院支援に重点が置かれすぎている

 医療行為ができない

 診療所、福祉施設への支援が想定されていない

 受け入れ側の負担大（受援体制が脆弱）

 地域保健関係者との連携の重要性を看過しがち

 縮小と撤退時期のコーディネート

 先遣隊（日本DPAT）とローカル隊との格差

 ローカル隊運用上の課題

新たな枠組みが必要な

レベル

地域保健ネットワークを

強化するレベル

地域保健ネットワークで

対応できるレベル

•専従組織の立ち上げ（こころのケアセ
ンターなど）

•被災者を支援するマンパワーの確保

•NPOとの連携

•都道府県保健所などの支援を強化

•精神保健福祉センターのコンサルテー
ション

•地元の精神科医療関係者の協力

•市町村保健師が中心

•状況に応じて都道府県保健所が支援



広域災害

広域で甚大な被
害の災害

災害後に行われる中長期の精神保健活動の階層

こころのケアセンターの役割と課題

役割

•復興期のアウトリーチ活動

•啓発

•コンサルテーション

課題

•設置時期が遅れ、認知されるまでに時間がかかる

•活動方針が不明確

•マンパワーの確保が難しい

対処
•既存組織との連携が不可欠

•即応性と柔軟性

事前復興という考えかた

防災分野で東日本大震災後に提案された考え方
防災・減災対策と並行して、事前に被災後の復興まちづくり
を考え、準備すべき復興事前準備の取組を進めておくこと

復興期の精神保健活動について平時から検討しておく
災害種類、災害規模に応じた体制を確認
専従組織を設置する手順のシミュレーション
関与する組織の連携強化
中心となる人材の確保と訓練

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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セッション2

「被災地の未来－明日に向かって」
� ディスカッション抄録

座　長 ：坪倉 正治、前田 正治
登壇者 ：神谷 研二、加藤 寛

　ディスカッションは、参加者から事前または当日に受けた質問を座長が代読し、それに答える形で
進められた。

■原爆被爆者の健康影響調査は、今回の原発事故後の県民健康調査にどのように活かされたの

か、ご教示いただきたい（代読）。

（神谷）原爆放射線の健康影響に関する調査は、本日お話ししたように約80年前から始まっている。当
時は放射線の影響についてほとんど分かっていなかったが、次第に急性障害の存在が明らかになり、
さらに時間の経過とともに発症する病気があることも分かってきた。その代表例ががんである。
　がんの増加が科学的に明らかにされたのは、ABCC（原爆障害調査委員会）および放射線影響研究
所による長期的な調査の成果によるものである。これらの知見から、放射線による被爆が発生した場
合には、長期間にわたる健康調査を行わなければ、県民の健康状態を正確に把握することはできな
いという教訓が、広島および長崎の経験から得られたと考えられる。
　こうした観点から、福島で事故が発生した際にも、県民の健康を見守るための調査を始める必要が
あるという意見が出され、それに基づいて調査が開始された。調査の方法については、広島・長崎で
の経験や、その他の疫学調査の専門家の知見を踏まえて、現在の福島の健康調査が構築されてきた
と理解している。
　このように、福島の調査には広島および長崎の経験が生かされていると考えられる。

■今回の原発事故の福島に対する偏見や誤解、風評被害が残る中で、今後、この県民健康調査

と、放射線影響研究所が行っている原爆被爆者への調査が連携して何か行われることはあるの

か（代読）。

（神谷）すでに福島医大と同研究所は連携協定を締結しており、相互に協力できる体制が整っている。
放射線事故は極めて稀なものであり、原爆被爆も本来あってはならない歴史的出来事である。しか
し、そこで被災された方々は、同様に放射線による健康被害に苦しんでいるという点で共通しており、
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両者の間には連携できる部分が多くあると考えている。
　私はこれまで広島にいたわけだが、福島医大に来ることができたのも、そのような役割を担うこと、
またその期待を受けて福島に受け入れていただいたというように思っている。
　したがって、今後も福島医大と当研究所は相互に協力し、県民のために貢献できる取り組みを進め
ていきたいと考えている。

■先ほどローリエ先生より、がん以外の疾患についていくつか研究を紹介し

ていただいた。放射線影響研究所では、がん以外の研究の現状についてはい

かがか（代読）。

（神谷）本日の講演では、時間の制約もあり、放射線影響研究所の研究全体を
紹介することはできなかったため、がんを中心にお話させていただいた。
　当研究所では、1950年に寿命調査が開始され、その後、臨床調査がこれま
での３つの調査とともに加えられた。その臨床調査は「成人健康調査」と呼ば
れ、がん以外の疾患の発症についても長期にわたり追跡が行われている。
　その結果、白内障、甲状腺疾患、慢性肝疾患、さらには比較的稀な疾患である副甲状腺機能亢進症
などの増加が確認されている。
　さらに近年では、心血管系疾患への影響についても解析が進められており、がん以外の疾患につい
ても長年にわたり調査が実施されてきている。

■１９９５年の阪神・淡路大震災からちょうど３０年を過ぎたところであるが、神戸の被災者の方々

で、今もなお残っているメンタルヘルス上の課題であるとか、そういうものがあれば教えていただ

きたい。また、そういう方々に対してどのような支援を行っているのか（代読）。

（加藤）災害後にはさまざまな問題が生じるが、その一つにトラウマの問題がある。こうした問題を抱え
る人々の特徴として、支援を求めることが難しく、自分の中で抱え込んでしまう傾向が挙げられる。そ
の結果、限界に達して助けを求めることが10年、20年後になる場合もある。
　私の経験では、震災で家族を失った方が長年その悲しみを抱え続けていたが、東日本大震災の報
道をきっかけに感情があふれてしまい、耐えられない状態となって受診されたケースがあった。このよ
うに、長年にわたり苦しみに耐え続けている人々は、少なからず存在すると考えられる。
　中には、家族を亡くしたことによるグリーフ（悲嘆）の問題を抱えている人もいる。自然災害による死
別の場合、社会的には「受け入れるべきだ」という圧力がかかることもあるが、突然の死を受け入れる
ことは容易ではない。その悲しみをずっと抱え込んで、震災から30年が経過した現在でも、なお通院
を続けている方がいるという現状がある。

（前田）まさに、阪神・淡路大震災から15
年後に東日本大震災が発生し、さらにそこ
から15年が経過した現在においても、影
響は非常に長期にわたって続いていると
いえる。とりわけ、悲嘆を抱えている人々
には、その影響が強く残っていることが示
唆される。
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■本日加藤先生は主に縦断的な、すなわち震災発生後の時系列に沿った支援のあり方について述

べられた。一方で、横断的な視点として、地域によって支援のあり方がどのように異なるのか、また

地方自治体との連携がどのように影響するのか。阪神・淡路大震災は比較的都市部で発生した災

害であるのに対し、東日本大震災は比較的地方部で発生した災害であった。さらに福島では、人為

災害が同時に起こった。このような地域特性の違いが支援の在り方にどのような影響を与えるの

かについて、先生のご見解をお聞かせいただきたい（代読）。

（加藤）基本的には、今回の問題は過去の災害と共通する点も多いが、災害前の支援体制や精神科医
療・精神保健のシステムの違いによって、その後の支援の質は大きく左右さ
れると考えられる。
　例えば、阪神・淡路大震災の際、震源地に一番近い明石市では、もともと
行政と地域住民が連携し、精神疾患を抱える人々への支援体制が整ってい
た。そのため、現地からは「心のケアセンターは不要であり、自分たちで対応
できる」との意見が示され、結果として設置には至らなかった。
　このように、既存のネットワークが機能している地域では、地域主体の支
援が可能である。

　一方で、浜通りの相双地域のように、もともと支援体制が脆弱であった地域では、支援体制そのもの
を構築することが大きな課題となる。
　さらに、災害の性質の違いも重要である。東日本大震災および福島の事例では、被災地外へ避難し
た人々の問題がとても大きい。避難先での支援体制は必ずしも十分ではなく、その脆弱さが課題とし
て指摘されている。同様の問題は阪神・淡路大震災の際にも見られ、神戸から他地域へ転居した人々
は十分な支援を受けにくい状況にあった。
　このように、大規模災害においては、被災地内部だけでなく、被災地外との間で支援の質に差が生
じることも重要な課題であるといえる。

（前田）日本全国に福島からの避難者が離散しているが、県外避難者の方がメンタルヘルスの状態が
悪い傾向にある。これは、まさに先生がおっしゃった「孤立化」の影響が大きいと考えられる。このよう
な方々に対しては、特別な支援が必要であると考える。

■復興期における支援では、支援者の疲弊が大きな課題となっている。福島においても、2016年

には自治体職員が複数自殺するという、極めて深刻な事態が生じた。このような復興期における支

援者への支援の在り方について、先生のご意見をお伺いしたい（代読）。

（加藤）支援者支援については、阪神・淡路大震災の際にも消防士や災害救援者への支援が取り上げ
られた。彼らは現場で住民から厳しい言葉を浴びせられたり、場合によっては暴力を受けたりするな
ど、深く傷ついてきた。非常に男気のある彼らでさえも、心を痛めることが明らかとなり、いわゆる「惨
事ストレス（クリティカル・インシデント・ストレス）」の関心が高まった。その結果、震災後にはさまざま
な支援システムが整備されてきた。
　一方で、前田先生が指摘されたように、行政機関の職員は長期間にわたり被災者対応にあたらな
ければならない。しかも多くの場合、批判にさらされ、「仕事を失わなくてよかったのではないか」「公
務員だから安定しているのではないか」といった言葉を受け続けることになる。
　支援に尽力しているにもかかわらず、そのような状況の中で大きな心理的負担を抱え、さらに自ら
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も被災者である場合には、自身の被害と向き合う余裕すら持てないことがある。その結果、心身の疲
弊やバーンアウトに至り、先に述べたような深刻な事態に至るケースも見られる。
　このような問題は特定の地域に限らず、どの地域でも生じ得る課題である。消防や自衛隊、警察と
いった職種に対する支援については、一定の体制が整備されてきたが、公務員や長期的に支援に従
事する人々に対する支援は、いまだ十分に制度化されているとは言い難い。この点は今後の重要な
課題であると考えられる。

（前田）本日、話には出なかったが、過去に神谷先生と加藤先生には接点が
あった。2004年頃、広島県および広島市からの依頼を受け、「黒い雨」被爆
者に関する調査が立ち上げられた。この調査は非常に包括的なもので、爆
心地付近にいた方、黒い雨を浴びながら当時は認定されていなかった方、
そしてそれ以外の方々を比較する研究だった。
　当時、この調査全体の指揮を執り座長を務められたのが神谷先生であり、
メンタルヘルス分野を担当されたのが加藤先生であった。先生方のご報告
によれば、偏見やスティグマ†の問題が被爆者の方々を苦しめ、場合によっ

ては原爆そのものの体験と同じぐらい健康状態の悪化につながることもあったとされている。
　現在、福島も同様の課題に直面していると考えられ、こうした問題に対して、当時どのように対応さ
れていたのか、また今後どのように対応していくべきかについて、神谷先生および加藤先生からご意
見をいただきたい。

（神谷）大変重い問題であり、先ほど広島の事例が話題に上がったので改めて申し上げる。
　被爆直後の広島および長崎では、さまざまな偏見や差別が存在していた。私自身が直接経験した
わけではないが、伝え聞くところによれば、結婚差別や就職差別が長期間にわたり存在していたと聞
いている。それ以外の様々な偏見や、誤解に基づいた状況というのは長く続いたように思う。そのよう
な状況の中で、被爆者の方々は偏見や差別と闘いながら生きてこられた。こうした問題が解消される
までには、非常に長い時間を要したと認識している。
　一方で、これらの実態の調査は十分には存在しておらず、当時何がどのように起きていたのかにつ
いては、科学的には必ずしも明確ではない。特に広島においては、被爆直後の心の問題に関する調査
は十分に行われていなかった。その一例として、「原爆ブラブラ病」と呼ばれる現象が知られている。
これは、被爆者が何もせずにブラブラして遊んでいるかのように見える状態を揶揄的に表現したもの
で、現在の視点から見れば、非常に重篤なPTSD†を患われた可能性も多分にあると思う。しかし当時
はそのような理解が十分でなかったため、外見的な様子のみで怠けていると否定的に評価されてい
た可能性がある。
　このように、無知に基づく偏見や誤解は、結果として差別につながるおそれがある。
　翻って福島の状況を考
えると、私は事故直後か
ら県内各地でリスクコミュ
ニケーションに従事して
きたが、放射線に関する
情報を正確に伝え、また
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正しく受け取っていただくことは難しい
作業ということを身をもって体験した。
　こうした課題に対応するためには、放
射線に関する正確な情報を広く共有す
ることが重要であると考える。特に福島
の若い人々は、おそらく将来的にかなり
の人々が県外で生活すると想定される。

その際、誤解や偏見に立ち向かうために、正確な情報を持っていることが大きな力になる。したがっ
て、小学校から高校までの教育課程において、子どもたちにしっかり放射線に関する適切な教育を行
うことが大切であると考える。

（加藤）スティグマ†の問題は非常に難しい問題であるため、安易なことを申し上げることはできない
が、「黒い雨」調査の際に強く印象に残っている点がある。黒い雨の地域に居住していた方々の中に
は、被爆者として十分に認定されず、そのことにより長年にわたり差別を受けてきたという、いわばス
ティグマを訴える方が多くおられた。
　また、特に印象的であったのは、当時80代であった方が、被爆当時の記憶を生々しく覚えておられ
たこと。爆発の瞬間に見た光景や爆風の体験、さらに爆心地から避難してくる人々の姿が「目に焼き
付いて仕方がない」と、涙ながらに語られていたことを今でも覚えている。こうした体験がいかに深く
長く記憶に残るものであるかを、改めて実感した。
　スティグマの問題に関しては、先ほど神谷先生がお話しされた内容に深く感銘を受けた。被爆者や
スティグマを経験された方々自身が、自らの体験を発信していくことの重要性は非常に大きいと考え
る。実際に、日本原水爆被害者団体協議会の方々が前面に立って体験を語り続けてこられたことは、
広島における被爆者に対するスティグマの軽減に大きく寄与した要因の一つであったと考えられる。
　その意味では、福島に居住していない立場から申し上げることに語弊があるとは思うが、福島の
方々ご自身が経験や実情を発信していくことが、福島に対するスティグマの軽減にもつながっていく
のではないかと考える。

（坪倉）実際に広島、また阪神・淡路大震災のご経験から、お二方の思いと
我々福島県の人たちへの心強いメッセージをいただいたと思う。
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３ －１　　改めて伝えたい放射線のこと

　　　　　  石川 徹夫（福島県立医科大学）

３ －２　　健康情報は薬になる：ヘルスリテラシーの勧め

　　　　　  後藤 あや（ハーバードT.H. Chan公衆衛生大学院）



－ 50 －

3-１　改めて伝えたい放射線のこと

石川 徹夫

福島県立医科大学 医学部 放射線物理化学講座 主
任教授
同放射線医学県民健康管理センター 基本調査・線量
評価室長　

 

　　　　　　　　　　　　　 　
　身の回りには、さまざまな化学物質や細菌・
ウィルスなど、健康に影響を及ぼす可能性のあ
る物質が存在している（スライド１）。約15年
前、原発事故によって放射性物質が環境中に放
出された。様々な健康リスク要因の一つとして
放射性物質を考えた場合、放射性物質は比較
的検知しやすい物質であると言える（スライド
２）。一般に放射線測定器は高感度で微量の放
射線でも測定できる。そのため放射線が検知さ
れたからといって危険というわけではなく、放射
線の健康影響は放射線を受ける側に着目して
考えることが重要である。
　放射線を出す側の単位として使われるのが
ベクレルという単位である。一方、放射線を受け
る側の単位として使われるのがシーベルトであ
る（スライド３）。カリウム40という放射性物質を
例として、放射線を出す側、受ける側の数値を比
較してみたのがスライド４である。我々は毎日
の食事を通じて、カリウムを体内に取り込んでい
るため、体重60kgの成人の体の中には、3,600
ベクレル程度のカリウム40が存在している。こ
の体内のカリウム40からは、１秒間に3,600本
くらいの放射線が発生している計算になる。こ

れは、ずいぶん大きな数値と感じるであろう。し
かし、放射線を受ける側の数値に直してみると、
どうだろうか。体内に存在しているカリウム40
による１年間の被ばく線量は、だいたい0.17ミ
リシーベルトくらいと推定されている（スライド
４）。
　このように、放射線を出す側の単位（ベクレ
ル）で見た数値と、受ける側の単位（シーベルト）
で見た数値に大きなギャップがあることがしば
しばある（スライド５）。例えば１年間セシウム
137を摂取し続けた結果、体内に30,000ベクレ
ル蓄積したと仮定する。これはとても大きな数値
に思えるが、放射線を受ける側の単位のシーベ
ルトに直すと約１ミリシーベルトになる。放射線
を出す側の数値ではなく、放射線を受ける側の
数値（シーベルト）に直して初めて影響が評価で
きるということを申し上げておきたい。
　さてそれでは福島原発事故による線量では、
どの程度の影響があると考えられるのであろ
うか。放射線の健康影響には２種類あり、一つ
は被ばくしてから主に数週間以内に現れる影響

（スライド６）、もう一つは数年以上経ってから
現われる影響である（スライド７）。いずれも横
軸は線量であり、線量に応じて影響の程度が異
なる。原発事故による線量は様々な方法で推定
されたが、国際機関からの報告でも、スライド６
においては一番左の楕円に相当する線量レベ
ル、スライド７においては左の楕円に相当する
線量レベルと考えられている。ただし、私どもと
しては影響がないと決めつけることはせずに、
予断を持たないで様々な分析を継続して行って
いる。以上をまとめるとスライド８のようになる。
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身の回りの様々な健康リスク要因

健康に影響を及ぼすもの
及ぼす可能性があるもの

重金属
鉛、水銀

細菌・ウィルス
O-157、新型コロナウィルス

太陽光線
紫外線

寄生虫
アニサキス

食品添加物
合成甘味料、合成着色料

原発事故由来の
放射性物質

環境汚染物質
PM 2.5

マイクロプラスチック

化学物質
ダイオキシン

PFAS

喫煙
タバコの煙

約15年前
環境中へ

それまで限られた研究室の中で使っていたもの

ヨウ素
セシウム

放射線が検出された/放射性物質がある＝危険ではない

放射線は比較的検知しやすい物質である。概して、放射線測定器は
高感度で、微量の放射線でも検出できる。

放射線が検出された、あるいは放射性物質があるからといって、
危険というわけではない。

放射線による健康影響を評価するには、放射線を出す側に着目
するのではなく、放射線を受ける側に着目することが重要である。
（次のスライド）

出典「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和６年度版」

放射線を出す側と受ける側

※線量の単位としてグレイ（Gy）もあり
ますが、今日のお話では省略します

（Sv）

放射線を出す側と受ける側の数値の比較

ある野菜ジュース（200 ml）からは1秒間に約20本の放射線が
発生している

野菜ジュースを飲まなくても、毎日の食事を通じて取り込んでいる
カリウムのため体重１ kgあたり約2 ｇのカリウムが含まれている

体重60 kgの成人の体の中には、3600ベクレル程度のカリウム
40が存在している（個人差はある）。1秒間に3600本くらいの放射
線が発生している。

体内に持っているカリウム40による1年間の被ばく線量：0.17 mSv
（食べ物の種類にはあまり依存しない）

放射線を受ける側の数値に直してみると・・・

健康への影響は「放射線を受ける側の数値」で考える必要がある

 1年間セシウム137を摂取し続けた結果、体内放射能が
約30,000 Bqとなった

内部被ばく線量にすると、約1 mSv

 1 kgあたりセシウム137が100 Bq含まれる食品（基準値に
相当する）を1 kg食べた場合

内部被ばく線量にすると、約1.3 µSv

Bqの数値が大きくてもSvの数値は小さい。
（Bq⇔Svの関係は、放射性物質の種類によって異なる）
Svに換算してはじめて、影響が評価できる。

これ以上の濃度の食品が
流通しないように管理

福島原発事故による線量のレベル

どのあたりのレベル？

線量

影響の現れる頻度 脱毛、皮膚障害など
（多くは被ばくしてから数
週間以内に現れる影響）

しきい線量

福島原発事故による線量のレベル

どちらのレベル？

ただし、予断を
持たず（影響が
ないと決めつけ
ずに）、様々な
調査分析を行っ
ています

線量

影響の現れる頻度

自然発生レベルの変動の
中に入っていて、放射線
の影響は見分けられない

自然発生レベルの変動の範囲を
明らかに超えて、放射線の線量と
ともに頻度が上昇する

がん （被ばくしてから数年以上
経ってから現れる影響）

自然発生率
の変動範囲

平均的な
自然発生率

 身の回りには、健康に影響を及ぼす物質、及ぼす可能性がある物質が様々な形で存在
しているが、放射性物質はそれらの中でも比較的検知しやすい物質である。

 検知しやすいという性質があるため、一般に放射線測定器では、人体に影響がほとんど
ないようなレベルの放射線量まで測定できる。

 放射線の健康影響を考えるとき、放射線を発する側の数値（放射線の本数やベクレル）で
考えるのではなく、放射線を受ける側の数値（シーベルトで表した線量）で考える必要が
ある。

 ある程度高い線量では、どのくらいの線量でどの程度の影響があるかの知見がある。

 国際機関からの報告でも、福島原発事故で受けたと考えられる線量では、福島県民の健
康への影響は見られておらず、将来的な健康影響も検出できそうにないとされている。
しかしながら、予断を持たず様々な調査分析を行っている。

まとめ

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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3-2　健康情報を薬になる ： ヘルスリテラシーの勧め

後藤 あや

ハーバード T.H. Chan 公衆衛生大学院 国際保健・
人口学講座 教授
福島県立医科大学 総合科学教育研究センター 特任
教授　

 

　　　　　　　　　　　　　 　
　公衆衛生の分野では、保健統計や調査データ
を用いて地域全体の健康状態を診断し、その結
果に基づき健康増進のための保健政策や地域
活動を処方する。その中で、健康情報は薬のよ
うな役割を果たす。ヘルスリテラシーとは、世界
保健機関の定義によれば、健康情報を理解し、
健康増進のために活用する知識と技術である。
しかし医療用語は難しく、メタボやフレイルなど
カタカナ用語も多い。そのため、住民・患者の理
解を促すだけでなく、医療従事者が分かりやす
く伝える責任、そして両者の双方向性のコミュニ
ケーションが重視されるようになった。
　ヘルスリテラシーには、（１） 情報を受け取る、

（２） 調べて共有する、（３）生活に取り入れる、
という三段階がある。特に（２）（３）の力は、さま
ざまな情報源から集められるか、選べるか、他者
に説明できるか、信頼性を見極められるか、実
際に活用できるかという五つの質問で評価され
る（スライド１）。日本人のヘルスリテラシーレベ
ルは国際的に低く、福島市の調査でも、情報を
集めることはできても、活用と信頼性の判断が
難しいことが示されている。ヘルスリテラシーが
低いと、不十分な予防行動や健康状態の悪化

につながり、高いと適切な予防・治療につなが
るだけでなく、医療への満足度や信頼も高くな
る。自分の状態を理解し希望を伝えられること
で、医療側もより適切なサービスを提供しやすく
なり、相乗効果が生じると考えられる（スライド
２）。
　そこで、医療者との具体的なコミュニケーショ
ン手法として二つを紹介した。一つ目は Ask 
Me３であり、自分の問題は何か、何をする必要
があるか、なぜそれが必要なのかを、患者側か
ら医療従事者に確認する方法である（スライド
３）。二つ目は Teach-back であり、医療従事者
が「ご家族にどう説明しますか」「この薬の使い
方を説明してみてください」などと問いかけ、患
者に自分の理解を言葉にしてもらう方法である

（スライド４）。こうしたやりとりを通じてヘルス
リテラシーが向上することが報告されている。加
えて、日常生活で必要な健康情報を自ら調べ、
周囲と話し合い、実践することも有効である（ス
ライド５）。
　使いやすい情報の例として、米国の政府関連
機関が推奨する食品ラベルの見方がある。原
材料欄の先頭に記載された主成分、リストの長
さ（長い場合は添加物が多い可能性）、糖類の
有無に注目して商品を選ぶことが勧められてい
る（スライド６）。また、近年注目されている歩数
は、運動量の分かりやすい目安であり、60歳未
満では8000歩、60歳以上では6000歩を目安
に歩数を増やすと死亡リスクが減少することが
示されている（スライド７）。
　情報を選ぶ際には、このような使いやすさだ
けでなく、誰が何の目的で発信しているか、根拠
となる情報源は何か、情報は古くないかを確認
し、疑問が残る場合は他の情報と比較すること
が必要である。健康情報をうまく選び、理解し、
日々の生活に生かすスキルを磨くことで、一人
ひとりが自らの健康づくりに主体的に関わるこ
とができるようになると考える（スライド８）。
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一般向けヘルスリテラシー尺度
強く

そう思う
まあ

そう思う
どちらでも

ない
あまりそう
思わない

全くそう
思わない

54321
新聞、本、テレビ、インターネッ
トなど、いろいろな情報源から情
報を集められる。

54321たくさんある情報の中から、自分
の求める情報を選び出せる。

54321情報を理解し、人に伝えることが
できる。

54321情報がどの程度信頼できるかを判
断できる。

54321情報をもとに健康改善のための計
画や行動を決めることができる。

1

平均スコア（5項目の合計÷5） Ishikawa H, et al. HealthPromot Int. 2008; 23(3): 269-74.
Tomita S, et al. BMJ Open2022; 12: e052731.

日本では一般的に3.5より少し上

ヘルスリテラシーと健康

2

ヘルスリテラシーが低いと、十分に予防できず、

健康状態の悪化や死亡につながる。
Berkman ND, et al. Ann Intern Med. 2011; 155: 97-107.

Duong and Chang. Asia Pac J Public Health. 2024: 36: 8-19.

日本の研究から、ヘルスリテラシーが高いと、

適切な予防行動や病気の管理ができて、

慢性の病気や高齢者のフレイルが予防できる。
BMJ Open 2022; 12: e052731. Geriatr Gerontol Int 2017; 17: 804-9.

. 2011; 84: 393-7. . 2015; 98: 660-8.

3

Ask Me 3（アスク・ミー・3）

患者から医療従事者に3つの質問

1. 私の一番の問題は何ですか？

2. 私は何をする必要がありますか？

3. それは私にとってなぜ重要なのですか？
Terri Ann Parnell. Health literacy in nursing. Springer.

Tesamut, et al. J Prim Care Community Health.
2026; 17: 21501319251412653.

4

Teach-back（ティーチバック）

医療従事者から患者に質問

例

• ご家族にこの病気について、どうお伝え
しますか？

• 私が上手く説明できたか確認したいので、
この薬の飲み方について説明してみてく
ださい。

://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/ /tool5.html

Yen PH, Leasure AR. Fed Pract. 2019; 36(6): 284–289.

ヘルスリテラシーのレベル向上

5

ティーチバックの質問に回答する
Liu YB, et al. Jpn J Nurs Sci. 2018; 15: 195-202.

以下のような参加型教育に参加する
Uemura K, et al. J Am Geriatr Soc. 2018; 66: 1721-1729.

Gerontology 2021; 67: 25-35.

生活習慣につ
いて自己学習

話し合い
実生活に

応用

ヘルスリテラシーのレベルだけでなく、記憶、身体活動、栄養なども向上

6

活用しやすい知識：栄養探検隊
CDC（米国疾病予防センター）紹介
家族で作った市民作成プログラム

ポイント
1. 一番上の材料（主材料）に注目する
2. 材料のリストが長ければ買わない
3. 果糖ブドウ糖を避ける 等

Katz DL, et al. Prev Chronic Dis 2014;11:130161.

原材料の比較例
商品A
りんご、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、
酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンC）

商品B
りんご（福島県産）

7

活用しやすい知識：歩数

60歳未満 8000歩程度まで
60歳以上 6000歩程度まで

歩けば歩くほど死亡のリスクが下がる
Paluch AE, et al. Lancet Public Health. 2022; 7(3): e219-e228.
後藤文夫. 高齢期を楽しむ脳と体づくり. 中央公論新書.

8

情報の選び方

• 誰が何の目的で書いた情報か
（商品の販売？）

• 情報源はなにか
（単に個人の意見？）

• いつの情報
（古くない？）

• 他と比べた？

健康情報を使うスキルを磨いて健康増進

スライド１ スライド2

スライド3 スライド4

スライド５ スライド６

スライド７ スライド８
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閉会挨拶

大竹 徹　
福島県立医科大学 理事（県民健康担当）

　閉会に当たり、ご挨拶申し上げます。
　「県民健康調査」国際シンポジウムの開催にあたり、多くの方々からお力添えを賜り、 皆さまのご
支援・ご協力によりまして、無事に閉幕を迎えることができますこと、本学を代表して厚く御礼申し上
げます。
　今回のシンポジウムでは、国内外の専門家の方々にご登壇いただき、ご活躍されている分野に関し
ての大変貴重なお話を頂戴いたしました。また、ご参加の皆さまからの質問を踏まえたディスカッショ
ンでは、県民健康調査や福島の現状についての理解を深めていただく、大変有意義な機会となった
と思います。
　セッション１では、当センター教員が、県民健康調査である基本調査、甲状腺検査、健康診査、ここ
ろの健康度・生活習慣に関する調査、妊産婦に関する調査など、それぞれの成果について詳しく説明
させていただきました。
　基調講演では、フランス原子力安全・放射線防護機関のローリエ・ドミニク博士から、低線量被ばく
による健康リスクに関する最新の疫学調査・研究についてご紹介がありました。
　また、セッション２では、当センター以外の専門家からの知見として、放射線影響研究所の神谷先
生からは、広島・長崎原爆による健康影響を中心に、また、兵庫県こころのケアセンターの加藤先生か
らは災害後のこころの健康を守る活動等についてお話いただきました。
　セッション３では、県民の皆さまが必要とする情報を、より分かりやすくお伝えするために、「県民
公開講座」という形をとり、放射線やヘルスリテラシーについて分かりやすく解説いただいたところ
です。
　本学は、これからも、県民健康調査を通じて皆さまの健康を支え、さらに広く世界との連携を深める
ことによって、福島の復興と未来の創生に貢献していく所存であります。結びとなりますが、あらため
て、本シンポジウムにご参加・ご協力くださいました皆様に心からの感謝と、本学への益々のご理解・
ご協力をお願い致しまして、閉会の挨拶といたします。どうもありがとうございました。
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開催の記録

　2026（令和８）年３月12日（木）、本学福島駅前キャンパス（福島市）を会場として、「これまでの15
年とこれから－東日本大震災を経て」をテーマに、８回目となる国際シンポジウムを開催した。今回も
会場参加とオンライン視聴のハイブリッド開催とした。会場参加は62名、オンライン視聴は168名、計
230名が参加した。
　当日は日英２言語で発表し、視聴者からの質問をもとにディスカッションを行った。後日、YouTube
でのオンデマンド配信により、当日参加できなかった方も視聴できるようにした。

（会場の様子）

　 

（関
係
者
集
合
写
真
）

　 

（展
示
ブ
ー
ス
）

チラシ

２０２６年 福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム

主催：公立大学法人 福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

【事務局】
広報・国際連携室

TEL:024-581-5454
平日8:30-17:00

Build Back Better, Together

よりよい復興を、ともに

芳水の桜（福島市）

これまでの15年とこれから－東日本大震災を経て

後援（予定）：福島県、福島県教育委員会、広島大学、長崎大学、福島大学、公立大学法人会津大学、（公財）放射線影響研究所、国立研究開発法人量子科学技術研
究開発機構、福島国際研究教育機構（F-REI)、内閣府、復興庁、外務省、環境省、一般社団法人福島県医師会、一般社団法人福島県作業療法士会、一般社団法人
福島県助産師会、一般社団法人福島県精神保健福祉協会、一般社団法人福島県病院協会、一般社団法人福島県薬剤師会、一般社団法人福島県理学療法士会、一
般社団法人福島県臨床検査技師会、一般社団法人ふくしま連携復興センター、公益社団法人福島県看護協会、公益社団法人福島県歯科医師会、公益社団法人福
島県診療放射線技師会、社会福祉法人福島県社会福祉協議会、福島医学会、福島県公認心理師会、福島県産婦人科医会、福島県臨床心理士会、福島民報社、福島
民友新聞社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまFM

※会場に駐車場はありませんので、公共交通機関等をご利用ください。

会場参加もZoom視聴も

事前申込制

福島駅東口から徒歩５分202６(令和８)年

３月１２日(木)

３月２日（月）申込〆切
※詳細は裏面をご覧ください。

開会１2:2０～18:10
（開場・受付開始１1:5０～）

一般の方、保健・医療従事者、学生、行政関係者等
どなたでもお申込みいただけます。

会場参加：75名程度  Zoom配信あり
※定員に達した場合は、Zoom視聴をご案内します。

対象

定員

会場

申込〆切

福島県立医科大学福島駅前キャンパス
（福島市栄町10-6）

アクセス

福島県立医科大学
福島駅前キャンパス

参加無料・同時通訳有

（表）
２０２６年 福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム

●プログラム

これまでの15年とこれから－東日本大震災を経て

12:20-12:45 オープニング

主催者挨拶

竹之下誠一 （福島県立医科大学理事長兼学長）

挨 拶

福島県（予定）

14:50-15:35 基調講演

座 長： 志村浩己 （福島県立医科大学）

講 演： ローリエ・ドミニク (ASNR/ フランス原子力安全・放射線防護機関)

12：45-14:45 セッション１ 震災後の15年の歩みと課題

座 長： 坪倉正治 (福島県立医科大学）、前田正治 （ふくしま心のケアセンター）

講 演： 神谷研二 （放射線影響研究所）、加藤寛 （兵庫県こころのケアセンター）

イントロダクション

福島県「県民健康調査」概要

座 長： 大戸斉 （福島県立医科大学）

講 演： 安村誠司 （福島県立医科大学）

17:25-18:05 県民公開講座

●参加申込み
※プログラム内容・時間は変更となる場合があります。最新版は下の2次元コードからご確認いただけます。

３月２日（月）

申込み締切日

氏 名
ふりがな

性別 年齢
例：30代 （ ）代

E-mail ＠ 電話

希望参加形態 □会場参加 □オンライン（Zoom）視聴

職業・所属先
□会社員・自営業 □保健・医療関係者（医療系教員含む） □小・中・高・一般大学等関係者
□行政関係者 □学生 □無職 □その他（ ）

任意記入→所属先（ ）

住 所
※市町村まで

都・道 市・町
府・県 村            

本シンポジウムを
何で知りましたか

※複数回答可

□当センターHP □新聞・TV・ラジオ □市町村広報紙 □SNS（□県 □医大 □その他）
□チラシ（□学校 □役場 □病院 □図書館 □その他）
□ここから調査ニューズレター □知人・友人 □その他（ ）

申し込んだ理由を
教えてください

※複数回答可

□県民健康調査全体に興味がある □基本調査に興味がある □甲状腺検査に興味がある
□健康診査に興味がある □ここから調査に興味がある □妊産婦に関する調査に興味がある
□その他（ ）

質 問

演者（基調講演及びセッション１、２）へのご質問がありましたらご記入ください。当日も質問を受付けます。時間の制
約等により、全ての質問にはお答えできかねますことをご了承ください。

WEBの場合

FAXの場合

右の２次元コード又はWEBサイトからお申込みください

URL：https://fhms.jp/symposium/2026/

下記項目に記入の上、

FAX 024 – 581 - 5457へ送信してください

※ご記入いただいた個人情報は、本シンポジウムの運営のみに使用いたします。

●事務局・お問合せ 放射線医学県民健康管理センター広報・国際連携室
TEL024-581-5454（平日8:30-17:00）

15:40-17:20 セッション２ 被災地の未来－明日に向かって

座 長： 大平哲也 、池田紀子

講 演： 石川徹夫、鈴木悟、島袋充生、堀越直子、石井佳世子 （座長、演者ともに全て福島県立医科大学）

への質問

18:05-18:10 クロージング

主催者挨拶

大竹徹 （福島県立医科大学）

座 長： ノレット・ケネス (福島県立医科大学）

講 演： 石川徹夫 （福島県立医科大学）、後藤あや （ハーバードT.H. Chan公衆衛生大学院）

（裏） （県民公開講座用チラシ）
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アンケート結果

　計230名の参加者のうち、108名の方からアンケート回答のご協力をいただき、以下に集計結果を
まとめました。ご協力いただいた皆さまには心より感謝申し上げます。

年齢（未回答３名） 居住地（未回答４名） 職業
項目 人数 割合 項目 人数 割合 項目 人数 割合

70代以上 14 13.0% 福島県内 73 67.6% 保健・医療従事者 35 32.4%
60代 36 33.3% 福島県外※1 7 6.5% 行政関係者 22 20.4%
50代 28 25.9% 福島県外※2 19 17.6% 会社員・自営業 16 14.8％
40代 13 12.0% 日本国外 5 4.6% 無職 14 13.0%
30代 13 12.0% ※1 震災時は県内、現在は県外にお 

　　住まいの方
※2 震災時も現在も県外にお住まい 
　　の方

小中高大学等教員 8 7.4%
20代 0 0.0% 学生 1 0.9%
20代未満 1 0.9% その他（未回答含む） 12 11.1％

回答者内訳（回答数１０８名）回答者内訳（回答数１０８名）

主な集計結果（回答数１０８名）

■内容の分かりやすさを5段階から選択してください。（未回答４名）

とても
分かりやすかった 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった とても

分かりにくかった
30名 66名 ６名 １名 １名
27.8% 61.1% 5.6% 0.9% 0.9%

■全体を通しての満足度を5段階から選択してください。（未回答３名）

大変満足 満足 どちらともいえない あまり
満足していない 全く満足していない

28名 60名 11名 ５名 １名
25.9% 55.6% 10.2% 4.6% 0.9%

■次回シンポジウムに参加するなら、どの方法を希望しますか。（複数回答可）

Zoom視聴 会場参加

62名 51名
54.9% 45.1%

事務局総括

　８回目となる今回のシンポジウムは、調査開始から15年を迎える節目の年でもあり、県民健康調査
の成果と課題、未来に向けたメッセージ、さらには、県民公開講座という盛り沢山の内容で構成しまし
た。平日午後という限られた時間の中にも関わらず、多くの方々にご参加いただきありがとうございま
した。
　アンケート結果では、分かりやすさ・満足度共に、回答者の８割を超える方々から肯定的なご意見
をいただきましたが、今後もより多くの方に参加していただけるよう努めてまいりますので、よろしくお
願い申し上げます。� 広報・国際連携室長　髙木雅夫



－ 57 －－ 56 －

2026年福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム報告書

付　　録



－ 58 －



－ 59 －－ 58 －

2026年福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム報告書



－ 60 －

　毎年、世界の研究者から、放射線の線源や影響に関する研究が多数発表されます。
　原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）は、日本を含む31の加盟国から任命さ
れた科学分野の専門家で構成されており、人やその環境が受ける電離放射線被ばくのレベル、影響、
リスクについてレビューし、評価・報告することを任務としています。幅広い研究結果を包括的に評価
し、国際的な科学コンセンサスを政治的に中立の立場からまとめ、定期的に報告書の形で見解を発
表しています。
　民間独立の国際学術組織である国際放射線防護委員会（ICRP）は、UNSCEARの報告及びその他
の放射線防護に関する情報等を参考にしながら、専門家の立場から放射線防護の枠組みに関する勧
告を行っています。ICRPの勧告や、国際原子力機関（IAEA）が策定した国際的な合意形成による基本
安全基準を踏まえ、日本でも放射線防護に関する法令や指針等が定められています。

出典：環境省『放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料』（令和６年度版）より
https://www.env.go.jp/chemi/rhm/current/04-01-01.html
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用語集

用　　語 掲載ページ 解　　　　説

１ 外部被ばく線量 p.12,16
他

環境中の放射線を体外から受けるときの被ばくの大きさ
を示すもの。

２ 甲状腺 p.12,18
他

ヨウ素を取り込み、ホルモンを作り血液中に分泌する臓
器。蝶形（蝶が羽を広げたような形）の「右葉」と「左
葉」および２つの間の連結部分「峡部」から成る。

3 K6 p.12,20
他

Kessler ６-item scale（ケスラー６指標）の略。心理的
ストレスを含む何らかの精神的な問題（うつ病や不安障
害など）など全般的精神健康度を見るスクリーニングテ
スト。

４ SDQ p.12
Strengths and Difficulties Questionnaire（子どもの強さ
と困難さ評価尺度）の略。子どもの心理発達等を評価す
る保護者等が記載する自記式評価票。

５ カプランマイヤー法 p.18 特定のイベント（死亡、病気の再発など）が発生するま
での時間を解析する生存時間解析の基本手法。

６ 甲状腺等価線量 p.18

吸収線量が同じでも放射線の種類により人体への影響の
大きさが変わるため、放射線の種類ごとに影響の大きさ
に応じた重みづけをした線量を等価線量といい、このう
ち甲状腺が受ける重みづけをした線量を甲状腺等価線量
という。

７ 生活習慣関連因子 p.20 食習慣（脂質・糖質・塩分など）、運動習慣、喫煙、飲酒、
ストレス、睡眠などの生活習慣が関与する要因。

８ PTSD p.20,47

Post-Traumatic Stress Disorder（心的外傷後ストレス障
害）の略で、衝撃的な出来事に遭遇したことが原因で起
きる精神疾患のひとつ。フラッシュバック、悪夢、幻覚
等により原因となった出来事を繰り返し想起し、つらい
記憶に苦しむことがある。

９ アウトリーチ型電話
支援 p.22

支援を必要としている人に対し、かかってくる電話（受
電）を待つのではなく、積極的に援助者から電話をかけ
て情報・支援を届ける手法。

［印（†）が付いている用語の解説］　（初出の掲載ページ順）
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用　　語 掲載ページ 解　　　　説

10 機序 p.27,37 発症に至るまでのメカニズム、仕組みのこと。

11 内部被ばく p.28 内部被ばくとは、吸入や飲食物を通じて体内に入った放
射性物質から受けるときの被ばくのこと。

12 コホート研究 p.34
共通の特徴をもつ人の集団を一定期間追跡し、曝露（生
活習慣や環境など）と疾病発生との関連を観察的に調べ
る研究方法。

13 メタアナリシス p.34

共通の研究課題に取り組む複数の独立した研究から得ら
れた定量的データを統合する手法で、個々の研究のばら
つきや偶然の影響を減らし、より信頼性の高い結論を導
き出すための手法。

14 しきい値なし（LNT）
モデル p.34

放射線被ばく線量とがん発生リスクが線量に比例（直線
的）して増加し、一定の線量値を「しきい値」とせず、
それ以下の低線量放射線でも正の相関がある、という仮
説で、低線量領域の安全管理目的で採用されている。

15 疫学 p.34,37
他

個人ではなく集団における健康に関連する状況や事象
（疾病、死亡、行動など）の頻度や分布を調べ、それら
の規程因子との関連を検討する研究。

16 甲状腺吸収線量 p.36 甲状腺が放射線から吸収するエネルギー量を、甲状腺の
単位重量あたりで示すものであり、Gy（グレイ）で表す。

17 DPAT
DMAT p.42

DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）とは、自
然災害や航空機・列車事故、犯罪事件などの集団災害の
後、被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の
支援を行う専門的なチーム。
DMAT（Disaster Medical Assistance Team）は、災害発
生直後の急性期から活動が開始できる機動性を持った、
専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チーム。

18 スティグマ p.47,48
精神疾患など個人の持つ特徴に対して、周囲から否定的
な意味づけをされ、不当な扱いことをうけること。「差
別」、「偏見」。



この報告書に掲載されている講演等の内容は国際シンポジウム開催時点〔２０２6年（令和8）年3月12日〕に
おけるものです。
印(†)がついている用語は、巻末61ページに解説を掲載しています。
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